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平成１９年 第３回 県央県南広域環境組合議会定例会会議録 

 

 

平成１９年９月３日 （１日間） 午前１０時００分 開会 

 

 平成１９年第３回県央県南広域環境組合議会定例会は、諫早市のホテルグラン

ドパレス諫早に招集された。 

 

 

１ 出席議員は、次のとおりである。 

 

１番 松本 匠      ２番 永尾 邦忠    ３番 古川 利光 

４番 野副 秀幸     ５番 石場 照喜    ６番 牟田 央 

７番 木村 和俊     ８番 柴田 安宣    ９番 町田 誠  

１１番 岩永 和昭    １２番 馬渡 光春   １３番 中村 敏治 

 

２ 説明のために出席したものは、次のとおりである。 

 

管 理 者 吉次 邦夫  副管理者 吉岡 庭二郎 副管理者 奥村 慎太郎 

副管理者 松島 世佳  代表監査委員 本村 三郎 

事務局長 金原 憲昭  総務課長 今里 良二  施設課長 坂本 昌晴 

施設課長補佐 田中 金大  施設課長補佐 山本 修   管理係長 土井 勝好 

施設課職員 杉本 克也  施設課職員 本田 貴也  総務課職員 濵﨑 和也   

 

３ 議会事務のため出席した者は、次のとおりである。 

 

書 記 長 森 祐作  書  記 山田 圭二  書  記 湯田 誠一 

 

４ 当日の議会に付議された案件は、次のとおりである。 

 

日程第１  会議録署名議員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  議会運営委員会委員長の報告について 

日程第４  一般質問 

日程第５  議案第１２号 平成１８年度 県央県南広域環境組合一般会計歳入

歳出歳出決算の認定について 



 3

議案第１３号 平成１９年度 県央県南広域環境組合一般会計補正 

       予算（第２号） 

    

 

５ 議事の経過 

 

（午前１０時００分 開会） 

 

○議長（中村敏治君） 

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから平成１９年第３

回県央県南広域環境組合議会定例会を開会いたします。 

ただいまの出席議員は、１１名でございます。定足数に達しております。今

期定例会に説明員の出席を求めましたので、ご報告いたします。 

議事に先立ちまして、管理者より発言を求められておりますので、この際こ

れを許可します。 

○管理者（吉次邦夫君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

一言ごあいさつを申しあげます。 

本日、県央県南広域環境組合平成１９年第３回議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては公私とも大変お忙しい中、ご出席賜り、

厚くお礼申しあげます。 

さて、県央県南クリーンセンターは本格稼動から２年５ヶ月経過いたしまし

た。 

４市２６万市民の生活安定には欠かす事の出来ない施設でございます。今後

とも、経済的かつ安定的な処理を念頭に置き、取り組んで参る所存でございま

すので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、本日提出いたしました議案についてでございますが、議案第１２

号 平成１８年度 県央県南広域環境組合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て ほか１件でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが私から

のご挨拶とさせていただきます。 

○議長（中村敏治君） 

  それでは、日程第１「会議録署名議員の指名について」を議題といたします。
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議長において指名いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

ご異議なしと認めます。よって、会議録署名議員は議長において７番 木村

議員、８番 柴田議員を指名いたします。 

  次に、日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は本日一日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  ご異議なしと認めます。よって会期は、本日一日間と決定いたしました。 

  議事日程は、お手元に配布しております「議事日程表」により執り行いたい

と思いますので、ご了承願います。 

  次に、事務局から発言を求められておりますので、この際許可します。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  皆様、おはようございます。 

  それでは、私の方から事業の進捗等につきましてご説明いたします。まず、

７月の臨時議会におきまして、ご承認頂き、６月２３日より実施いたしており

ます県央県南クリーンセンター改善改良工事につきましてご報告を申し上げま

す。３号炉の炉修は既に完了し、７月１８日から処理を再開しております。今

後も計画に沿って１０月に２号炉、来年３月に１号炉と実施する予定でござい

ます。なお、長崎市及び菊池市への一般廃棄物処理施設への処理委託につきま

しても継続してお願いをしており、９月３日、本日現在のピットの状況は２，

５７４トンの残、ピットの高さは平均致しまして１２．９ｍとなっております。 

次に、平成１９年度の施設の処理状況につきまして、ご説明いたします。お

手元に配布いたしております事業報告関連資料をご覧いただきたいと思いま

す。 

平成１７年度の実績は搬入量が８５，４３１トン、処理量は８６，６６３ト

ン。平成１８年度の実績は搬入量が８４，５５４トン、処理量は８２，２５８

トンとなっており、搬入量が８７７トン、処理量は４，４０５トンの減となっ

ております。 
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処理量の減の理由といたしましては、先の組合議会臨時会でご説明いたしま

したとおり、炉の傷みによりまして十分な能力が出せずにきた結果でございま

す。 

本年度に入りましての搬入及び処理状況につきましては、４月から８月までの

搬入量の合計が３６，４４５トンで、この中には、長崎市及び菊池への処理委

託分２，３５９トンを含んでおります。処理量の合計は３６，８９５トンとな

っております。 

  次に、余熱利用施設のんのこ温水センターについてでございますが、平成１

９年度の１日平均利用者数は、４月は３０５人、５月は３３２人、６月は３２

５人、７月は４６８人、８月は６４９人となっております。 

昨年の同期と比較いたしますと減となりますが、その理由といたしましては、

今年はオープン２年目というところではないかと考えております。 

しかしながら、かねてからの懸案事項でございました食事の提供につきまし

ては、９月中に軽食コーナーを開設予定となっておりますので、今回の軽食コ

ーナー開設によります集客の増を期待をいたしているところでございます。 

なお、分担金の構成市間での負担割合の見直し協議につきましては、これま

で協議を重ねて参りましたが、結論を出すに至っておりませんので、一度、構

成市の副市長にお集まりをいただきまして、ご協議いただく方向で現在、調整

中であることをご報告いたします。 

最後に、組合議会の会場についてでございます。先日開かれました議会運営

委員会の席で、今後の組合議会の開催場所として、組合の会議室や構成市の議

場などを検討してはどうかというご意見が出されたところでございまして、組

合といたしましても、次回の議会までに検討して参りたいと考えているところ

でございます。 

  以上で、簡単ではございますが、事業の状況等の報告とさせていただきます。 

 

○議長（中村敏治君） 

  次に、日程第３「議会運営委員会委員長の報告について」に入りますが、実

は、８月の１０日に開催を致しまして、その内容につきまして、古川委員長よ

ろしくお願いします。 

○６番（牟田央君） 

 議長、議事進行。 

○議長（中村敏治君） 

 牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  やっと、県央県南広域環境組合に傍聴規則が制定されましたね。これは、１
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９年の８月２４日付けで通知が来た訳ですが、これを見ますとね、この規則は、

公布の日から施行するとなってますが、いつ公布の手続きを取られたんですか。

それと、まずこういう新しいね、傍聴規則を作った場合には、まず第１に議長

が、こういう規則を作ったんだという事を傍聴人その他の皆さん方にお知らせ

するのが、まず第１だと思うんですよ。そうじゃないんですか、そこら辺をね、

ただ規則を作りましたからと議員だけに配るもんじゃないんでしょう。傍聴人

にきちっと傍聴規則を作りましたとこうこうこういう場合には、退場してもら

いますよというのが議長の役目じゃないんですか。きちっと職責を果たして下

さい。 

○議長（中村敏治君） 

  まず、公布の関係について事務局。 

○総務課長（今里 良二君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里 良二君） 

  恐れ入ります。総務課長でございます。傍聴規則につきましては、今、お話 

がございました。８月の２０日付けになります。８月の２０日で公布という事 

になります。あと内容につきまして、入口の所の傍聴人の入口ですね、こちら 

の方のテーブルで署名をして頂くことになりますけれども、その横に内容につ 

いて全文ではございませんですけど、内容について記載をさせて頂いておると 

ころでございます。以上でございます。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員からの議事進行でございますけれども、今のような処理ですかね、

対応をして頂いてるとの事でございすのでご理解をお願いいたします。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  ですから、傍聴規則の第６条には、傍聴人は、傍聴席にあるときには、静粛

を旨とし、次の事項を守らなければならないとありますね。で、議場における

言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。談論し、

放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。はち巻、腕章の類をする等示威的行

為をしないこと。帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病

気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。飲食又は喫
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煙をしないこと。みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。携帯電話

等の電源を切ること。前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議

事の妨害となるような行為をしないことということ。で、結局、傍聴人は、す

べての係員の指示に従わなければならないとあとは、議長はこれを制止し、そ

の命令に従わないときは、これを退場させることができると書いてありますよ

ね、ありますね、これをきちっと議長が実行する決意があるかどうか述べて下

さい。 

○議長（中村敏治君） 

  それではですね、申し合わせ事項であり決定事項でありますので、きちんと

そのように処理いたします。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  議長がこれを実行するという宣言さえして頂ければそれでいいんです。何で

も申し合わせ事項じゃないんですから、間違わないようにね、議事進行やって

下さいよ。 

○議長（中村敏治君） 

  そのように、一応意思を決定いたしたいと思います。それでは、古川委員長

さんよろしくお願いします。 

○３番（古川利光君） 

  それでは、議会運営委員会の報告をいたします。県央県南広域環境組合議会

運営に係る申し合わせ事項についてを議会運営委員会で検討するようにという

事で、議長から話がありましたので、８月１０日の日に議会運営委員会を開き

まして、種々論議をいたしました。これは、お手元に送付をされている事と思

いますが、いちいち読み上げる事は、差し控えたいと思いますので、ご了承願

いたいと思っております。これは、議会運営委員会を開きまして、議会運営委

員会の意見を集約いたしまして、議会運営委員会としましては、議長等の選任

について、一般質問について、そういう事につきまして一応決定をいたしまし

たので、議会運営委員会としては、ご報告を申し上げます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。ちょっと待って下さい。木村議員ちょっと待って下さい。 

  只今、委員長の方から報告があった訳でございますけれども、やはりですね、
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議員の皆様から議運は、付託を受けまして、そして、色々こう協議をしてです

よ。進めて来た訳でございますので、色々この決められた事につきましては、

その効果というのは十分でないという事は、思っていますけど、ただ、議会運

営上スムーズに行く為には、やはりこのようなその申し合わせ事項ですかね、

前回ですか、あった物をさらに見直したという事でございますので、その点は、

ご理解を頂きたいというふうに思っております。この前ですね、議運にも出席

した訳でございますけれども、実は色々内容につきましては、全会一致じゃな

いという事を認識をしておりますので、この際、委員長さんから報告ありまし

た、手元にありますけれども、それにつきまして、ご意見等をお伺いしたいと

いうふうに思っております。 

  まず、木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  議運のね、委員長の報告ありましたので、いくつかお尋ねをしたいんですけ

ど、これは議運で、決定をされた今後の議会の運営の申し合わせですね、一般

質問についてお尋ねしたいんですけれども、一つは、これまで持ち時間が３０

分だったのをこれを２０分にするという事ですね。 

 （発言する者あり） 

  発言時間は、２０分とすると、それで、そういうふうに今度からしたいとい

う事なんですよね、これまでは、３０分という事で来たと思うんです。それが

どうして、２０分にされたのか、私は、これまでの状況を見ててもね、３０分

でも別に不都合は無かったんじゃないかなと思っておりますので、その辺の審

議の模様を聞かせて頂きたいのが一つ、もう一つは、こういった議会運営にあ

たってはね、こういった申し合わせについては、一応議運で審議をして頂いて、

そして、最終的には、全員協議会で確認をして頂いて実施をするという手順に

当然なるものだというふうに思ってたんです。しかし今回は、議運でこういう

事で決めたと、そして、今度の議会からこれで実施をするという事になってお

りますのでね、やはりこういった事はですね、やっぱり全員でそれは多数決で

あったとしても、きちんと審議をして確認した上で実施をするとそれがその申

し合わせをきちんと守る上でもね、大事な手続き順序だろうというふうに思い

ますのでね、その辺については、どういう論議をされたのかお聞かせ願いたい

と思います。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 
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  発言時間を２０分としましたのはですね、普通の市議会の場合には、全体的

に物事をみていくという事から大変議題が多いけども、単独で環境組合のそう

いう単一の行政であるから、それは発言時間２０分で、あと答弁は制限をしな

いという、そういう事でいいんじゃないかということで、おおかたの意見が集

約された訳であります。また、全員協議会でという事でございましたが、議事

前でそれをというようなことも話もありましたけれども、報告を本会議の中で

よく審議をしてもらって、それで最終的に決定をするという事にしたらどうか

というような事でこのような形を取った訳であります。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  このね、申し合わせ事項のね、議会運営委員会が決定する権限が、委員会条

例の何条に基づいてやっているのか。まず、それ説明して下さい。そして今ね、

木村議員が発言時間が３０分となっとんのが、発言が２０分とするというみた

いな発言があったんですが、１９年の７月１０日現在のいわゆる前の申し合わ

せ事項は、発言時間は、答弁を含み１時間とするとなっとるんですね。そうで

しょう、だからね、質問しとる人も、よう前の事を分からずしゃべっとる面が

あるようですが、まず、議会運営委員会の申し合わせ事項というのは、たたき

台を作るところが議会運営委員会なんですね、それをね、何か間違ごうたか、

勘違いしたか知りませんが、議会運営委員会で決定しましたから、９月の議会

でするんですよって、どこに決める事があるのか、まず、委員会条例の何条に

基づいてこれを決定したのか、委員長にね、説明を求めます。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川委員長。 

○３番（古川利光君） 

  別に委員会条例のどこにということではありませんが、議会運営委員会にお

いて付託された事について、審議を申しあげたところでありまして、特にこの

件につきましてはですね、９月議会も控えておるので、これに関しては議長の

権限の基でですね、やっぱり早く議員に発送して、対応して頂こうという事で、

たぶんこれはされたと思いますが、最終的には、今日こういう報告をしながら、

もう一回審議をして、最終的には、議会で決定をするという事になるかと思っ

ております。 
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○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

 議長は、何に基づいて議会運営委員会に、こういう申し合わせ事項を諮問し

たんですか。地方自治法の第何条に基づいて議長は、この申し合わせ事項を決

定せろという具合に諮問したんですか、その根拠を教えて下さい。 

○議長（中村敏治君） 

  法的な事は、どうこうというのは分かりませんが、ただ、議会運営に付きま

しては、第１回目の時ですかね、議運の内容ですか、それにつきましても、全

く私、知らぬままに運営した経緯もありますし、途中で申し合わせ事項につい

てどうかと、こういう時にどうかと逆に勉強してさらに検討し直せとそういう

意見もありましたので、今度、新しく議員が交代をされておりますので、基本

的には、前の申し合わせ事項を参照しながら、今回ですかね、色々意見を踏ま

えながら、お願いしたいと見直しのお願いをするという事で、お諮りした事で

ございます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  今のはね、答弁になってないんですよ。自治法上の第何条によって、議長の

権限が書いてあって、議会運営委員会にどういう内容の協議をせろという具合

に議長が要請をしたのか、要請文書があったら出して下さい。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  色々ご意見がありますので、しばらく休憩をして、議運を最初に開きます。 

（午前１０時２５分休憩） 

（午前１０時３５分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  只今から、本会議を再開いたします。引き続き全員協議会を開催いたします

ので、先程事務局から場所の指定がありましたので、その場に全員ご出席をお

願いいたします。管理者の方しばらくお願いしときます。本会議をしばらく休

憩いたします。 

（午前１０時３６分休憩） 
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（午前１１時１９分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  それでは、休憩前に引き続き本会議を開催いたします。 

 次に、日程第４「一般質問」に入ります。 

  この際、議長から特にお願いをいたします。発言時間につきましては、時間

内に終わるように協力をお願いいたします。答弁につきましては、質問の趣旨

をよく捉え、簡明、的確に答弁願います。一般質問の発言順序につきましては、

通告順となっておりますので、まず、６番牟田央議員。 

○６番（牟田央君） 

  はい。議長。 

○議長（中村敏治君） 

  はい。牟田央議員。 

○６番（牟田央君） 

  県央県南組合議員になりまして、初めて質問する訳です。通告に従って質問

をいたします。まず、大きな１番目として、情報公開条例の制定について、小

さな１番目、いつ制定するのかという事ですね、これは、平成１７年の議会の

中で制定するような答弁がありましたが、いつ制定するのかという事です。２

番目に制定できない理由は、なぜかと、制定したら情報公開条例に基づいて請

求されたら困る事項があるのかないのか。２番目、土地の取得について、小さ

な１番目、仲介業者は、誰ですか。小さな２番目、仲介料は、何パーセントで

すか。３番目、どんな規定によったのですか。４番目、これは今度新しい議案

に出てきてますが、その前の最後の取引は、いつですかという事です。大きな

３番目、焼却炉の機種の選定について、現在の機種にした経緯について説明を

求めます。４番目、平成１４年１０月３０日に執行された県央県南環境センタ

ー（仮称）建設工事について、１つ予定価格はいくらですか。２番目に最低制

限価格はいくらですか。３番目に最低制限価格を設定した理由はなぜですかと

いう事です。５番目に工事発注仕様書について、どのような工事発注仕様書に

なっておるんですかという事ですね。６番目、ごみ処理施設について、小さな

１番目、ＪＦＥとの協定書はどのようになっているんでしょうか。２番目、試

運転はどのようにされたのか。７番目、焼却場の修理について、いったいどこ

が悪いのかという説明を求めます。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 
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○管理者（吉次邦夫君） 

  只今の牟田議員の質問にお答え申し上げます。私の方からは、焼却炉の機種

の選定についての、現在の機種にした経過についてという事でございます。焼

却炉の機種の選定についてでございますが、構成自治体の首長４人で構成する。

これは、前の時点ですね、２市１５町でございますが、その中での首長４人で

構成する機種選定小委員会におきまして、方式を大きく分けまして、燃焼プラ

スの灰溶融方式と熱分解ガス化溶融炉方式のどちらの方式とするかというふう

な事で、委員会で協議がなされました。最終的に、排ガス量が少なく、環境面、

先進的な面で優れているというそういった評価の基に熱分解ガス化溶融炉方式

が決定された訳です。それを受けまして首長６名で構成する指名審査委員会で、

１日百トン以上の実稼動施設の建設実績、又は受注実績のある６業者が選定さ

れまして、６業者による指名競争入札を行った結果、当時の川崎製鉄、現在の

ＪＦＥ環境ソリューションズ株式会社が落札し結果としてガス化改質方式とな

ったという事でございます。他の部分につきましては、事務局長の方から答弁

させたいというふうに思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは、私の方から１番目の情報公開条例の制定について、お答えを申し

上げます。まず、平成１１年の組合設立当初から、一昨年まで施設建設が主眼

であった事、また、施設稼動後につきましても、ご承知の通り思わぬ長崎市へ

のごみの搬送や炉の不調など、どうしてもハード面に重点を置かざるを得なか

った経緯がございます。このような中で、施設運営にあたり、当面必要であっ

た例規を優先したため、現在条例を制定するまでに至ってない状況でございま

す。しかし制定に先駆けた準備といたしまして、組合設立当初から今日までの

多くの公文書の管理、保存、廃棄までの通称ファイリングシステムと申します

が、鋭意文書の整理を行い、スムーズな情報公開ができるよう平成１８年度か

らその準備に取り組んでいるところでございます。いずれにいたしましても、

制定の必要性を十分認識しているところでございますので、現在制定に向けた

事前準備中という事でご理解を賜わりたいと考えております。 

  次、２番目でございます。土地の取得について、まず、土地の取得について

でございますが、組合の用地取得の代理業務を委任しております業者は、芦塚

不動産株式会社でございます。なお、代理業務に関わる事務手数料につきまし

ては、取得額が２００万円以下の部分については、１０％、２００万円以上４
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００万円以下の部分については、８％、４００万円以上の部分については、６％

といたしております。この規定でございすが、平成１２年に芦塚不動産株式会

社との間で締結しております。土地取得の代理業務等の委任に関する協定書に

よるものでございます。最後の前回の組合用地の取得につきましては、平成１

７年度に１，３０７㎡を取得しておりまして、本議会に議案第１３号で新たな

土地の取得についても、お願いをしているところでございます。 

次に質問の４番目でございます。まず、予定価格でございますけども、消費

税抜きの金額を申し上げますと１６２億６，９４７万円でございます。次の最

低制限価格でございますけども、この最低制限価格につきましては、公表をい

たしておりませんので、ご理解を賜わりたいというふうに思っております。最

低制限価格を設定した理由についてでございますけども、本建設工事には、多

くの工事を含んでおりまして、非常に低い価格で落札した者と契約いたします

と元請業者名の施工の一定水準、これは、品質とか耐久性等を確保できなくな

る恐れが生じ、粗悪工事を招く事になると判断したためでございます。 

次に工事発注仕様書についてでございます。どのような内容ですかというご

質問につきましては、まず、発注仕様書の内容につきましては、組合が指名業

社６社に提示する為、施設発注を行う際の、契約の基本となる要求仕様を記載

したものでございます。内容は、第１章総則として、計画の概要、施設機能の

確保、試運転関係、工事範囲等でございます。第２章は、機械設備工事の仕様

として、熱分解ガス化溶融方式での指名競争入札となった事からシャフトガス

化式、流動床ガス化式、キルンガス化式、ガス化改質方式それぞれのプラント

機器の仕様が記載されております。また、第３章では、土木工事の仕様として、

建築工事、土木工事、外溝工事、電気設備工事等の仕様が記載されております。 

次に、ごみ処理施設についてでございます。まず、ＪＦＥとの協定書につき

ましては、性能保証に関する覚書を締結しておりますが、覚書の内容には、企

業のノウハウ、また、精算方法や保証内容等、３ヵ年精算でありますので、今、

公開いたしますと混乱する可能性もあることからＪＦＥから提供については、

控えてもらいたいとの要望があっております。従いまして、可能な限り記載を

しております性能保証に関する概要版をご覧頂きたいと存じます。次に、試運

転につきましては、平成１６年１０月８日から平成１７年３月２８日まで、実

施をいたしております。その内容は、機器の単体試運転を実施し、各機器に対

する負荷運転から最終的には、ごみ処理を行ったものでございます。 

ご質問の最後でございます。焼却場の修理について、今回の改善改良工事は、

まず、炉下部の水冷化範囲の拡大によります耐火物炉体の耐久性を向上させる

もの、次に、ごみ圧縮プレスの油圧シリンダからの油漏れ対策による安全操業、

次に連結管へのミネラル付着防止対策による安定操業、稼働率向上を図るため
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補修を行うものでございます。以上でございます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  まずね、情報公開条例について、今、縷々述べられましたがね、怠慢ですね、

平成１７年の８月の議会の時に、今、不服申立をするような委員を選らんどり

ますという答弁があるんですよ。それはあなた覚えてますか、管理者覚えてま

すか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  これまで、この情報公開につきましてはですね、色々、ご質問もあっとりま

す。先程、事務局長がお答えいたしましたように、色々とまだ整理すべき問題

点が、ございますので、そういった事で遅れている訳でございますんで、申し

訳ないと思っておるところでございます。以上です。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  平成１１年に組合ができた訳でしょう。出発は、平成１１年ですよ。そっか

ら延々と８年間も情報公開条例ができないというのは、ある市民に言わせれば、

公表したら悪いのが、出て来るんじゃないのかというような話も私に持って来

ておるんです。平成１１年から１８年まで７年間もあって、ファイリングもし

なくて、何をしてたんですか、事務局は。１番最初の事務局長、２番目、３番

目、４番目、事務局は、一体何のため居るんですか。基は、もう諫早市の情報

公開条例というのは、機能している訳ですよ。それをすぐ採用すればいいもの

をうだうだうだうだ言って伸ばす理由が、私には分からん。怠慢じゃありませ

んか。平成１７年の不服申立の委員を選ぶというのは、今、事務局参与で居ら

れる高田事務局長が、答弁してるんですよ。平成１７年に何で今までそれが出

来ないのか。事務局は、何人雇っとるのか分かりませんが、無能な人だけやっ

たら必要無いですね。いつできるか分からんような事では、ずうっと隠さんば
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いかんという事じゃないんですか。答えて下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず、出来ていない理由は、先程申した通りでございまして、その他にも今

申しました理由の一つといたしまして、建設業者でありますＪＦＥの設計図書

とか、おそらく量からいたしますと書類の厚さが全体で、４、５０ｍになる位

の量がございます。そういった中に、やはり企業のノウハウそういった、どう

しても営業活動上、外に出せない物も十分あるというふうに思っておりまして、

そういった物をどのような方法で、内容を整理し情報公開できる物と出来ない

物を整理するかというのもその課題というふうに思っております。また、たか

だか怠慢という事でございますけども、私自身も今までの経過からして、怠慢

という事は、考えておりませんで、ただ、その怠慢でない理由を具体的この場

でお示しする事ができないんですけども、事務局としても一生懸命取り組んで

来たものと考えているところでございます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  怠慢な所が、怠慢て認める訳なかでしょもん。私が怠慢て言ってるんですよ。

ね、私が怠慢て言ってんの。市民の方々が、牟田議員って、組合議会の事務局

怠慢じゃなかろうかと貴方達が、怠慢という認識が無ければ事務は、進みませ

んね。永遠に進みません。次にいきます。 

  土地の取得なんですが、芦塚不動産株式会社、なんで代理人を依頼したんで

すか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  当初は、諫早市の土地開発公社も検討いたしましたが、職員数も少なく手持

ちの事業量も多く受託も出来ないという事で、多くの地元の人間関係に熟知さ

れ公共事業にも協力した経験が豊富な方に委任をしたところでございます。 
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○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  これは、昭和４５年建設省告示第１５５２号というね、宅地建物取引業が宅

地又は建物の売買等に関して受ける事ができる報酬の額というのが、あるのは

ご存知ですね。それにはね、売買又は交換の媒介に関する報酬の額は、代理業

務よりも半額で済むんですよ。２００万円以下が、１００分の５、２００万円

を超え４００万円以下の場合は、１００分の４、４００万円を超える金額は、

１００分の３という具合になってたんです。媒介だけで十分じゃないですか。

そんな能力の無い人間ばっかり、組合の職員しか居ないんですか。そらね、媒

介の業社が色んな事情で手数料払うんならそりゃしょうがないと思いますよ。 

 だけども、何で倍も払わんばいかんとかいう事です。１００分の１０払う訳で

しょ。協定結んでいる訳でしょ。それは、平成１６年からはね、これが、１０

０分の５．２５、２００万円を超え４００万円以下の場合は、１００分の４．

２、４００万円を超える金額は、１００分の３．１５となっている訳です。な

んで、市民の負担が大きくなるような代理を頼むんですか、そいだけ、事務局

の職員が、何も分からない人間だけ雇ってるんですか。普通は、媒介でね、十

分なんですよ。代理と媒介の区別をお答えできますか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  宅地建物法に基づきます。宅地又は建物の売買等に関して受ける事ができる

報酬の額という定めがあります。この中において、方法につきましては、売買

又は交換の媒介にという事と売買又は交換の代理、２つの方法があるというふ

うに記載をされております。媒介につきましては、売りたい方と買いたい方の

間に立って仲介と申しますか、そういったなさる際の額について定めておられ

まして、代理につきましては、一定規模の土地等の取得に係る契約をお願いを

した上で、この売買の事務を進めてもらうというふうに私は理解しております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 
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○６番（牟田央君） 

  だからね、業者に倍手数料払った事になる訳ですよ。何億円か知りませんが、

事務局の怠慢な訳です。すべてね、土地の取得の手数料その他によって、住民

負担が、増える訳ですよね、この施設を造った目的は、効率的で最少の費用で、

最大の効果を上げる目的じゃ無かったんですか。代理ちゅうたらですな、当局

が、何も分からんような、失礼な話だけれども右も左も分からんので、相手に

代理をされてるとしか思わんのですよ。私も不動産業者です。はっきり言った

ら、代理する時には、私が代理する時にはね、ほんと何も分からんからお願い

しますとおっしゃる人の代理をいたしますけれども、普通は、媒介なんです。

事務局の怠慢な訳ですね、それによって負担金が、非常に増えたって事です。

だから、事務局は、一からね、平成１１年から、どんな職員がおったか知りま

せんが、怠慢な職員ばかり雇っとった訳じゃ無い訳でしょう。もっと勉強して

下さい。 

  次に焼却炉の機種の選定については、管理者から説明を受けましたが、選定

委員会のメンバー表の提出を求めます。議長。通告をしとります。 

○議長（中村敏治君） 

  提出を良いですか、提出をいたします。手分けをして、早めにお願いします。 

（事務局 資料配布） 

○議長（中村敏治君） 

  資料の要求につきましては、用地の関係と機種と両方です。皆さんお手元に

届きましたか。はい、牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  そして、機種選定委員長には、島原市長がなっておられますね。今、管理者

から説明があったんですが、最初は、ストーカー方式であったと、これは、あ

る程度実績のある方式であると、ところが、最新式の方式にされたと、これは、

機種の選定の間違いじゃなかったかと思うんですね。最新の設備で選んだけれ

ども、市民の不安をかき立て、非常に他市にも迷惑をかける。この選定につい

て、今、これで良かったのかと思いいですか、どうですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私は、良かったと思います。と言いますのはですね、そもそも、広域でごみ

処理場を造るというのはですね、ご承知の通り、ダイオキシン対策です。それ

が、第１番目でございます。ダイオキシンは、平成１６年の４月から０．１ナ
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ノ以下に抑えるという事がございましてですね、その為には、小さな炉では無

くて大きな１００トン以上のですね、そういったもので２４時間これを作動さ

せる事によってこれを抑えると、立ち上げそれから火を消したり、毎日ですね、

火を付けたり消したりしますと、どうしてもダイオキシンが発生するというよ

うな事がございまして、広域的に各地方自治体が合同でやって行こうという事

で、国あるいは県の指導も受けましてですね、この県央県南につきましては、

２市１５町でやって行こうというふうに決まりまして、人口その他勘案いたし

まして、３００トン、総計で３００トンの炉を造ろうという事で、決めた訳で

ございます。その機種の選定の場合にどうしてもまずは、このダイオキシン、

その他をですね抑えられる炉なのかとかですね、あるいは、稼動の実績も見ま

したけれども、最新鋭の次世代型のですね、ガス化改質方式もあるっていうの

も検討いたしまして、これ色々それぞれ実績各社６社が応募、指名した訳でご

ざいますけれども、それぞれ既にこの実績もございました。そういった事で６

社を指名いたしまして、結果的に川崎製鉄が落札した訳でございますが、ここ

も既に川崎の方で、千葉の方で、何年かずっと実証試験もやっとったような事

でございますんで、そういった意味では、私は、６社の競争入札で結果的にこ

のようになった訳でございますんで、私は、こういったダイオキシンの抑制に

ついては、効果的であったと思っている訳でございます。そういう事でござい

ます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  良かったか悪かったかはね、設置して何年か経たんと分からん訳ですたいね、

今現在では、非常にずさんな失礼ながらプラントができたというところですよ

ね。それは、次の機会に話をします。 

  県央県南のこの建設工事なんですが、予定価格が、１６２億６，９４７万円。

最低制限価格は、公表しないという事なんですが、この入札結果表を見るとね、

いいですか、１番高いのが１４３億５千万、２番目が、１４０億円、それで１

番最低が、１２１億円で、これ最低制限価格が言わないと、この失格業者が、

担保できないですよ。１３９億５千万なのか、どうなのか、それを言わなけれ

ば、１２１億円の八幡新日本製鉄会社が、とっとが当たり前なんですよ、何で、

公表できないの。１２１億が何で失格ですか。説明がつかないじゃないですか。

公表をしなければね、このね、失格業者がね、何で失格になったのか分からん

ですたい。何で公表できないの。 
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○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず、契約規則に最低制限価格を設定するという事で設けております。設定

する事ができるというふうにしております。また、最低制限価格につきまして

は、私どもも、構成市等の状況を確認しながら、対応していきたいと考えてお

りますけれども、構成市の中においても、特に諫早市でございますけれども、

こういう工事につきましては、最低制限価格を設定しており、公表していない

理由につきましては、やはり最低制限価格を公表した場合は、だいたいどの辺

が最低制限価格であるか類推されるというような事に繋がってくるという事で、

最低制限価格を設けておりますけれども、私どもも今後、大きな工事があるか

どうかはっきり分かりませんですけれども、そういった考えのもと、今、現在

契約規則の中の最低制限価格を設定する事ができるというのを外してない状況

であります。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  今の答弁分からんですな、何で１３５億７千万円が失格になった理由を言っ

て下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  あくまでも最低制限価格を下回っているという事で、失格になったものでご

ざいます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  それはね、市民の理解得られませんよ。１２１億が、何で失格になったのか、



 20

そしてまた一つはね、日本一流、また世界一流の新日本製鉄株式会社がですよ。

１２１億円できとんのに、ここが粗悪工事をするはずが無いでしょう。もしも

粗悪工事をしたら、この会社は、世界の信用を失うんですよ。だから県央県南

環境組合はね、世界の企業を相手にしながら、失礼な話をやっとる訳ですよ。

あなたの所は、二流か三流か知らんけれども、ろくな工事はしないから、最低

制限価格を設けたんですよと、だから最低制限価格を下回ったからちゅうんだ

ったら、最低制限価格がいくらか分からんやったら、１３５億７千万が下回っ

たちゅうのが、私は、理解できないんです。そしてね、この工事がいつあるか

分からんていう話ですが、まだ、造る計画があるんですか、この２、３年のう

ちに、無い筈ですよ。造るとすれば１５年先、たぶんこの会社ね、こうゆう焼

却炉造りません。その後どこも造ってないでしょが、１３９億５千万なのかど

うなのか、最低制限価格をあんた公表しないで失格なんてあり得る訳なかでし

ょが、駄目ですよそれは、管理者答えて下さい。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  先程、事務局長が、お答えいたしましたように最低制限価格というのは、色

んな工事の関係で、安定的なきっちとした工事をして頂くという事で、設定す

る訳でございますんで、それは、これ公表できないというのは、色んなからみ

もございますんで、公表してない訳でございます。いずれにいたしましても、

６社の入札につきましては、公正に執行いたしまして、この最低制限価格を下

回ったものは、どうしてもやむ得ないという事で失格になる訳でございますん

で、そういった事で、最終的にこの川崎製鉄が決まった訳でございます。川崎

製鉄だって、日本でも一流の製鉄会社でございますんで、それなりのですね、

会社でありますんで、その辺は、ご理解頂きたいと思っております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  これはね、失格が１、２、３、４社出とるんですね。それで川崎製鉄が、１

４０億、その次が１４３億５千万、これが２番目なんですね、こういう入札結 

 果見ると本来やり直さんばでけん事項ですよ。あなた方の多大なる努力によっ

て１９億円も負担が多くなったと、そいでは、最少の経費でね、最大の効果を
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上げる県央県南クリーンセンターが、全くもっておかしな事をやってるとしか

思われないんですね、市民の皆さん方、私がこういう話をしたらね、おかしか

じゃっかて最低制限価格も言えんで、何で１３５億７，１５０万が失格になる

のって、みんな理解できませんよ。みんな理解できないんです。事務局も怠慢、

管理者も怠慢、副管理者も怠慢と言われてもどうしょうもないんじゃないです

か。これが公表できないようであれば、県央県南環境組合の仕事に対しては、

利用者の理解が得られないという事だけ言っときます。得られるようにするた

めには、きちっと公表する事です。 

次に工事発注仕様書に移りますが、これには１日３００トン２４時間連続運

転と書いてあるんですね、仕様書の中には、いわゆるごみの計画処理量１日２

２１トンは、これはどうやって決めたんですか。どこが決めたんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず、処理能力と処理計画というものがございます。先に処理計画の方から

ご説明申し上げます。県央県南広域環境組合の構成市の中におよそ２６万の住

民の方がいらっしゃいまして、その住民の方が出されるごみ量を２２１トンい

うふうに策定し、これを３６５日処理した場合、その総量は、８０，６６５ト

ンになるというふうになります。処理能力の方でございますけれども、当然こ

ういった処理施設につきましては、うちの場合は、３炉ございまして、法定点

検とか、定期炉修とか、何かあった場合の炉を止めて整備をするといった事も

ございますし、能力自体が、ごみ質等にも大きく影響されて参ります。それら

を勘案して、施設の能力と申しますか、それが３００トン、１日１００トンの

３炉で３００トンとなっております。以上です。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  そうすると２２１トンのね、計画処理量が計算が間違った訳ですたいね。１

日集まる量が、ずさんな計画を作った訳でしょう。それは、市民の責任ですか、

当局の責任ですか。誰の責任の訳ですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 
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○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  １日２２１トンというのはですね、過去５年ですかね、３年かですね、それ

を平均いたしまして、そのようになりましたので、それに基づいて年間が８０，

６６５トンという計算でですね、そんな事で決定をした訳でございます。その

後、どうしても年間の量が増えてきたという状況はございます。ただ、別にこ

の計画がずさんだったという事にはなりません。過去の実績に基づいてやって

おります。だからごみをですね、どうしてもですね、毎年毎年増えてくる傾向

にございまして、それは抑制するような形で、それぞれの市で対応しているよ

うな事でございます。以上です。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  結局は、過去の事だけ考えて、その平均が２２１トンで、これからの社会が、

ごみの増え方が頭に無かったという事ですよね。過去を振り返るだけで、ごみ

がどんだけ増えるのか、または、災害が起こった場合にどのようなごみが出て

くるのか、そういうのをさっぱり頭に入れずに過去の事だけ考えて過去５年間、

台風がどれだけあったのか、災害がどれだけあったのか、そういうのを加味し

ておれば、当然、数値が違ってきたと思うんですね。だいたい普通はね、ごみ

の量というのはね、増えるのが当たり前ですよ。じゃ、諫早のプラスチックの

ごみは、燃えるごみになってますか、資源ごみになってますか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  諫早におきましては、プラスチック類につきましては、燃やすごみというふ

うになっております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 
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  それを減らさんばとじゃなかですか。島原市は、これは燃やすごみにしてな

いでしょう。１番大きいな諫早市が、ごみの１番出る諫早市が、プラスチック

ごみを助燃材として考えてたふしがあるようですね。しかし、ごみの量が多く

て燃えないから、助燃材を多額な費用をかけて買いよる訳でしょう。これ一般

の市民に説明したらね、何とずさんな計画で、そがん金ばっかりかかるような

施設を何で造っとっとですかと言われるんですよ。市民の声が聞こえますか。 

 市民は、プラスチックごみが資源ごみであれば、きちっと分別収集をお願いす

ればするんですよ。市民は、お金のかからないようにかからないように、それ

からダイオキシンという話なんですが、ダイオキシンが出ないように、協力を

するんです。しかし、今もって諫早市においては、プラスチックごみが、燃え

るごみという具合になっとるんじゃないですか。各市は、どうなってるか分か

りませんが、管理者の方々が十分そこら辺は、お分かりになっとるにも関わら

ず。それぞれの市で何で努力をしないんですか。答えて下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、お話がございましたように、リサイクルには、熱で回収するサーマルリ

サイクルという手法も入っております。今、おっしゃいますように、諫早市に

おきましては、燃やすごみという事で県央県南クリーンセンターの方に持ち込

まれておりますけども、熱回収という方法によりリサイクルに取り組んでいる

というふうに理解しております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  次にね、 

○議長（中村敏治君） 

次でしょう。項目が変わるんでしょう。一般質問を保留して、午後１時まで

休憩致します。 

（午後１２時０３分休憩） 

（午後１３時００分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行致します。牟田議員。 
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○６番（牟田央君） 

  ごみ処理施設について、移りますが、ＪＦＥとの協定書は、ＪＦＥのいわゆ

る企業秘密が一杯記載してるから概要版しかできないというお話なんですが、

じゃ、協定書というのは、何ページでできとるんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  お待たせいたしました。５ページになっております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君）  

  たった５ページで協定書ができる訳ですか。あのね、貴方は、概要版だ、概

要版だときてますが、普通は、すべての協定書を見せてこれが技術的な事だか

ら、皆様方には、一般の方々には見せられませんよというのが、普通なんです

よ。貴方達が、かってにこれは技術的な物だから、これはＪＦＥの物だとか、 

 ＪＦＥのあんた下請機関ですか。この県央県南のごみ焼却施設は、実験炉なん

ですか、そこで色々実験しながら、修繕に修繕を重ねて、よそで立派な施設を

造る為の実験炉なんですか。そうじゃ無い筈なんでしょ。そうであれば、きち

っとした協定書をまともな協定書をなんで出せないの。秘密事項が、あるとす

れば、市民にとって不利益な事項が書いてあるに違いないとそういう具合にし

か思えないんですよ。何で出せないの。今の貴方の答弁では、県央県南環境組

合は、ＪＦＥの実験炉であると言わざるを得ないんですよ。そうじゃないんで

しょ、答えて下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、実験炉という話でございますけれども、実験炉というふうには、認識し

ておりません。と申しますのが、先程入札時の話がございましたけれども、６

社の中の一つが当時の川鉄製鉄でございまして、選定の中にありますように、

実績を持っているところという事で、選定した経緯もございます。従いまして、
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私どもの施設が、実験炉という認識は、我々として持っていないところであり

ます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君）  

  じゃ、あんた５ぺージのこの覚書で何で３ページしか出せないの。２ページ

に大事な事が書いてあるんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  大変失礼いたしました。先程覚書が５ページというように申しましたけれど

も、本文の方が５ページでございまして、あと別紙として１６ページ合わせま

して２１ページで構成されておりますので、お詫びして訂正をさせて頂きたい

と思います。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君）  

  引渡し担保期間は、５年間とすると書いてあるんですが、乙の故意又は重大

な過失により生じた瑕疵については、瑕疵担保期間は１５年とすると５年は、

保証期間してて、この前の説明のように、まだ、２年半しか使ってないね、炉

に重大な欠陥が現れた訳でしょう。重大な欠陥、発電プラントが発電できませ

んでした。重大な欠陥でしょう。炉が３つあって、２２１トン燃やす契約であ

りながら、本当は、３００トン連続運転すべきじゃないんですか。２年半しか

使わないのに、ごみ量が多くて一杯燃やしよったら壊れたんですよ。まさしく

欠陥ですたい。そいで、修理はどうすれば良いか今んとこ研究中な訳でしょ。

研究のあかつきはどうなのか。延々とこれは直らないかも分かりませんよ。は

っきり言ったら、そいで、この協定書ね、諫早市はね、顧問弁護士をもってる

ようですが、顧問弁護士を中に入れて作成したんですか、それとも事務局が、

ＪＦＥとだけ、組んで協定したんですか。どっちですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  覚書の取り交わしの段階において、顧問弁護士さん等に相談したという経緯

は、私は聞いておりません。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君）  

  何で、顧問弁護士に相談せず協定書を作るんですか。だから、ずさんな事務

ばっかりしかしてないんでしょう。ＪＦＥには、企業の弁護士がちゃんとつい

ていますよ。県央県南の事務局に、弁護士をつけて何で対等な立場で、協定書

チエックしないの。どんどんやられるばっかりでしょう。企業から、愚かな事

をね、したらだめなんです。貴方が、どんな立派な頭を持っていらっしゃる方々

か知りませんが、だめですね、はっきり言ったらずうっと企業から県央県南環

境組合は、こなされてこなされて、失礼な話ながらされちゃいけないんですね、

その責任は、誰ですか、管理者、副管理者、貴方が責任取れるんですか。答え

て下さい。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  これを取り交わす場合に、十分検討しながら覚書を交した訳でございまして、

今現在、色々な課題、問題点ございます。そういった事につきましてもですね、

今後、十分会社側とはですね、協議をしながら進めて参りたいというふうに考

えてございます。以上です。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  試運転なんですがね、３ヶ月かされたんですかね、４月の１日に引渡しを受

けて、稼動したら運転員が技術が未熟であったという話ですね、諫早の市議会
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においては、６ヶ月から１年間こういう１４０億円の大金をかけながら造った

施設だから、十分な試運転をすべきであると指摘をしたんですが、立派な事務

局と管理者の努力によって短縮をされてですよ。結局、住民負担が増えたり、

ごみがどうなんだろうかと不安をかきたてたりした訳でしょ。各地域の議会で

そういう論議があったのを全然参考にしないで、唯我独尊で来たのではないか

と、それが今日、ごみが溢れてよそ様にお願いをしなければならないという事

態に陥ってる訳ですよ。この県央県南議会も今までチエック機能をきっちり働

かせておけば良かったのになあと思う訳ですが、あとの決算の議案で色々指摘

をいたします。焼却場の修理についてなんですが、どういう具合に今修理をし

よるんですよという、１炉、２炉、３炉、それをね、どういう具合にこの議会

にお話になるのかスケジュールですよ。今、経過をお話になったんですが、今、

さっきの説明では、分からないんです。もっと丁寧に貴方達の立派な頭で、考

えられた説明は、残念ながら理解できない事が多々ある。だからきちっと図示

しながら、今、こういう具合になっとるんですと不安が一杯でしょうがないん

ですよ。はっきり言ったら、貴方達は、安心なんですか。私の知り合いに言っ

たら、ほんとに大丈夫かとか、あら永遠に修理しっぱなしじゃなかとかいうよ

うな話が私に来とるんです。貴方だけが、ＪＦＥで計画をし、そいでどうにか

なるだろうという時代じゃないんです。きっちり情報を開示しなければ、貴方

がどんなに頑張って市民の為、市民の為だと言っても理解できないままですよ。

いいですか、最低制限価格が公表できないというのはね、笑われもんですよ。

だって失格があんたでとるんだから、どんだけ上なのか下なのか、落札者が１

４０億円だったら、１３５億５千万なのか、１３９億５千万なのか、公表でき

ないような入札発注をした。この県央県南環境組合は、大変な施設ですね。市

民から私が答えられません、あくまでも答えなければね、闇の世界ですよね。

県央県南組合は、闇の世界でいいんですか。だめですよ。そういう事では、も

う一回答えて下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  私どもは、闇の世界とおっしゃいますが、闇の世界でいいとは、つゆ思って

おりません。最初の情報公開のご質問の際にお答えした通り、今まで、施設の

方にどうしても体制、組織を重点的に向けざるを得なかったという背景等もご

ざいまして、情報公開条例等の整備までは、至っておりませんけども、先程申

し上げましたように、今後は、早い時期に情報公開条例等も整備しながら、で
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き得る情報については、開示をするという事で構えて行きたいというふうに思

っております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  諫早市ではね、予定価格とね、最低制限価格もきっちり出てきよるですたい。

最低制限価格は、入札可決したあとは、ちゃんと出しよりますよ。県央県南組

合は、どうして出せないの。島原市議会は、出してないんですか、それとも雲

仙市議会は、出してますか、南島原市議会どうですか、答えてみて下さい。各

副管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  最低制限価格はですね、一般的にはおもてに公表しておりません。入札が終

わった後にもですね。前は、勿論でございますけども、最低制限価格は、表に

は出しておりません。それが一般的な地方自治体だというふうに思っておりま

す。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  諫早市議会で最低制限価格出してますよ。いや、私、ちゃんと出してますか

ら、調べて下さい。そんなら、諫早市出してますよ。はい、それは、でなけれ

ば、失格というのが担保できんでしょう。だって諫早市でも失格業者が何人で

も出て来てますよ。最低制限価格がいくらだからって、実際、私入札結果表持

ってますから、持ってますよ諫早市の、じゃ、それはね、諫早市でやりましょ

う。島原市は、出してないですか。雲仙市、南島原市、最低制限価格の設定し

た場合は、出してませんか。答えてみて下さい。 

（発言する者あり） 

○６番（牟田央君） 

  議長。 
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○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  それでは、それで結構です。色々お宅の島原市においても、雲仙市において

も、南島原市においても同僚議員、知り合いの議員が一杯いますから、どうい

うふうになってるのかは調べれば分かる事ですから、しかし、構成市のあくま

でも副管理者という事だけはね、肝に銘じとって下さいよ。つたない一般質問

でございましたがね、この次の議会もまた一般質問いたしますからよろしく覚

悟しとって下さい。以上終わります。 

○議長（中村敏治君） 

  次に７番木村議員。 

○７番（木村 和俊君） 

  通告に基づいて、質問いたします。まず、最初にクリーンセンター炉の補修

改修についてお尋ねいたします。この施設は、１４７億円をかけて造られて耐

用年数２０年の施設です。ところが一昨年４月の本格稼動から２年５ヶ月しか

経ってないのに、大規模な本格改修をしなければならない。そういう事態にな

っています。この２年５ヶ月の間にも何回もの点検や修理がされました。また、

施設の中で製造される事になっていた液体酸素についても、これが思わしくな

く外部から搬入しなければならないという事になっていたり、当初の予定を大

幅に越す天然ガスを必要とするなど、たくさんの問題点が指摘をされてきまし

た。こうした中で、これまでのような部分的な対応や修理では、対応できない

という事で、メーカーも自らの瑕疵を認めて、今回の本格的な補修という事に

なった訳です。私は、まず最初にこういう事態について管理者が、どういうふ

うに受け止めておられるのか率直なご感想を聞かせ頂きたいと思います。 

  ２つ目、今回の修理について、メーカーとどういう契約をしておられるのか。

その契約は、たぶん文書でしておられると思いますけれども、その文書を是非

議会に出して頂きたいというふうに思いますので、ご答弁をお願いしたいと思

います。それから、このところの３つ目ですけど、この炉は、運転契約で１日

２２１トンという事で年間８０，６６５トンの運転契約を結んでいると、です

から、この２２１トンを超えるごみの量が集まっているので、なかなか思うよ

うにいかないというのが、これまでの管理者の答弁でした。お尋ねしますけど、

この運転契約で結ばれた２２１トン、これは、当初の計画なんです。そして、

当初の運転計画は、炉は３炉あるけども、通常運転するのは２つの炉ですと、

１つの炉は、点検用とかいざという時にこれは通常は運転しませんというのが

これまでの説明でした。そうしますとこの２２１トン、一番最初にメーカーと

運転契約を結んだこの数量、これは当然、２炉運転を前提とした数字であろう
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というふうに思うんです。そこのところをまずお聞かせ願いたいと思います。 

  次、建設前にクリーンセンターの管理運営費等についての試算が出されまし

た。市議会にも説明がされ資料も出されました。私は、２年５ヶ月の間の色ん

な経費、コストは、事前に説明をされた資料と大幅に食い違っているというふ

うに思いますので、この事について１つお尋ねをしたいと思うんです。これに

あたっては、私、事前に資料を出して頂くようにお願いをしておりましたので、

まず、その資料を提出して頂いてから、質問を先に進めさせて頂きたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いを致します。 

  それから次にクリーンセンターから出る副産物についてお尋ねをいたします。

スラグを始め金属水酸化物、その他各種の副産物が出る事になっております。

これらの副産物の種類と年間の生産量、販売量、販売金額。そして、これを処

理するにあたっての委託料あるいは、運搬費、そういった経費ですね、こうい

ったものがいくらになっているか、まず、お聞かせ下さい。 

  最後の質問です。項目の最後ですけど、余熱利用施設について、なかなか大

変な状況のようですけど、当初の契約、管理者に委託する場合に黒字が出た場

合、赤字になった場合の取り決め、そういったものがされております。実際の

この１年間の状況でどうだったのか、後の見通しもなんか立てておられたら、

その事についても、まず、お聞かせ願いたいと思います。よろしく。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  まず、炉の改修についての問題でございます。今回の改修改善のこの工事は、

昨年の台風以降、炉の修理よりごみ処理を優先させた結果、１２月以降、処理

量も十分と言えない状況の中で、ＪＦＥ環境ソリューションズから各炉ごとに

約３０日間かけて工事を行いたいとの申し出があった事を受け、実施する事と

いたしたものでございます。しかしながら、このような事態は、あってはなら

ない事でございまして、今回の改善改良工事を含め鋭意有効な体策を早急に講

じる事により、炉の安定的な稼動を図り年間処理量の増加及び用役使用料の削

減を早い段階で実現させるようＪＦＥの方へ強く求めているところでございま

す。今回の改修工事につきましては、県央県南環境センター（仮称）の建設契

約書内の発注仕様書に基づく保証工事と位置付けしておりましてＪＦＥの申し

出を受けてする事としたものでございます。工事並びにごみ処理外部委託する

経費にいたしましては、すべてＪＦＥの負担としたいという事でございます。

以上です。 
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○議長（中村敏治君） 

  只今、資料を配布させますので、しばらくお待ち下さい。資料をお願いしま

す。 

（事務局 資料配布） 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは、私の方から、木村議員のご質問に対しまして、まず、順を持って

副産物につきましてのご答弁から申し上げたいと思います。副産物についてで

ございますが、副産物の排出量につきましては、平成１８年度では、スラグが

５，６５９トン、工業塩が１，３３３トン、金属水酸化物が６０８トンで販売

金額が合計で６１万４，５５８円となっております。また、処理に掛かります

費用と致しまして、再資源化管理業務委託料として、１千５百２２万５，００

０円を支出をしているところでございます。 

（発言する者あり） 

１千５百２２万５，０００円でございます。 

  次にクリーンセンターの管理運営費をという事で、先程お配りしました資料

の内容を私の方からご説明させて頂きたいと思います。只今配布しました資料

は、木村議員の一般質問クリーンセンターの管理運営費用に関するごみ処理施

設基本計画の費用対効果分析資料でございます。まず、この表はどういうもの

を表しているかの事についてご説明いたします。次に当初の見込みと予算の関

係につきましてでございますけども、県央県南クリーンセンターの管理運営費

用についてでございますが、当初の見込みと言いますと平成１１年１２月に作

成しました今お配りしておりますごみ処理施設基本計画におきますごみ処理施

設整備事業に関する費用対効果分析でまとめました数値の事を言っておられる

と思いますんで、今提出したところでございます。その中のごみ処理施設計画

のごみ搬入量と比較いたしますと現在稼動している施設には、計画以上のごみ

の搬入があり２炉運転から３炉運転を余儀なくされている状況もあり、運転管

理費用及び用役費等多くかかっている状況でありますので、運転管理を委託し

ておりますＪＦＥに対して運転経費の削減について、強く要望しているところ

でございます。 

  次は、余熱利用施設でございます。まず、余熱利用施設の利用状況につきま

しては、平成１８年４月オープンから本年８月末までの総利用者数は、１５万

８千８百人を超え、多くの方に利用して頂いている状況でございます。８月末
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現在で比較をいたしますと昨年１８年度が５万９千８８人、平成１９年度が５

万４千７百６人となっておりまして、４千３百８２人の減となりますが、理由

といたしまして、先程申し上げましたように本年は２年目という事もあるので

はないかというふうに思っており、今後は、さらに周知活動やレッスン等の強

化を図り利用者の増に努めて参りたいというふうに考えております。また、要

望されておりました食事提供につきましては、県の承認を頂きまして、オープ

ンに向けて準備をいたしており、これによりまして利用者にも喜ばれ、また、

売り上げ収入の向上に繋がってくるものというふうに思っております。収支の

負担割合でございます。県央県南広域環境組合余熱利用施設の指定に関する協

定書におきまして、収支が黒字の場合は、指定管理者はその黒字額の５０％を

組合に納付するという事になっております。また、収支が赤字の場合は、２０

０万円を限度として指定管理者が負担し、２００万円を超えた部分については、

組合と指定管理者が５０％ずつ負担する事になっております。最後に環境学習

機能の充実につきましては、現在展示コーナーで資源化物の展示、環境に関す

るポスターの掲示、環境学習室では、本施設のフロー図の掲示を行っており、

今後は、環境に関する図書の充実等も図って行きたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

説明が洩れているようですのでね。委託契約で結んでいる1日２２１トンの

処理、これはですよ、２炉運転を前提にして、事前にね、結んだ委託契約だと

思うんですけど、その辺。 

○事務局長（金原 憲昭君） 

申し訳ございませんでした。２２１トンの運転の段階では、２炉運転を基本

として運転するというふうになっています。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  当初、貴方はさ、メーカーとは２２１トンで契約を結んでいると、しかし、

現在のごみの量は、それを上回っとるから、なかなか対応できないという説明

でずっと来られたんですね。しかし、今説明ありましたようにですね。この２
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２１トンは３炉のうちの２つを運転するという事を前提に結んでいる委託なん

ですよ。しかし実際はね、もう一つ、３炉運転しているんです。２２１トンで

年間の量は、８０，６６５トンでしょ。実際の集まってる量が、８２，０００

トンですかね。ですからこの８０，６６５トンをオーバーするのはね、２００

０トンか、去年の実績からいくと１，５００トンですよね。そうしますとね、

１，５００トンのごみの量というのは、３００トンの炉で処分すればね、６日

もかからない量なんです。そうしますと当初は、２つの炉の運転で２２１トン

だから、それをオーバーする量については、もう一つの３つ目の炉を動かせば

６日もかからんで、処理できる量なんですよ。そうでしょう、ところが、実際

には、３炉運転しても８２，０００トンのごみを処理できないとこれはどう考

えても理屈にあわんと思うんですけど、その辺ちょっと納得のいくような説明

をして下さい。 

○議長（中村敏治君） 

  答弁のできる人どうぞ。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  ２２１トンを毎日するようになってるというような事で、今回の増量分につ

いては、３００トン処理すれば、短期間で解決できるじゃないかというご質問。

ただ、質問の前提となっておりますのが、毎日２炉を運転をする事が前提とい

う事で、私どもの方もご説明としては、２炉を前提にというような事で計画に

なっております。ただ、１年間ずっと２炉で走っていくという事では、ござい

ません。２炉で運転しながらごみの量が多い時には、３炉動かしながらという

事になっておりました。そういうふうな中で、現在のところ、実質的に３炉運

転を余儀なくされているところでございます。内容といたしましては、ごみの

量の増加が多いという事と受入の際から多かったと残ってたというような事も

ございまして、最初から３炉運転で走ってきております。そういう事から２炉

運転と３炉運転の交換、交互の運転という事の前提条件では、その休んでいる

間に整備を行うと、十分な整備を行って運転するというような事で計画をして

いたところでございます。その整備が十分できてないという事で処理量が落ち

てきているというような事になっております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 
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  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  私がお尋ねしているのはね、メーカーに２２１トンで委託契約を結んでいる

のは、３つの炉のうち２つの炉の運転を前提として結んでいるんだと、これは

事務局長も認められたとおりなんです。あと３つのうちの１つは、点検用とか

いざという時に、これは通常運転しませんという事で通常は２炉運転の契約な

んです。２２１トンは１８年度の実績でいくとね、処理したごみの量は８２，

２５８トンなんです。ですから、２２１トンの３６５日、８０，６６５トンで

すから、オーバーする量は、１，５９３トンなんです。そうすると３００トン

処理するとしてね。６日もあれば処理できる量なんです。予定よりたくさん集

まった量というのは、そうすればなんで３つ目の遊んでる炉、これを６日間動

かしてそれに対応しないのですかという事を尋ねてるんです。ところが実際に

は３炉ともフル運転してもなお対応できないというのは、どういう事かという

のはね、当然の疑問だと思うんですよ。納得のいく説明をして欲しいんです。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  おっしゃるようにですね。基本的には、そういう事なんですね。８０，６６

５トンですね、それで２２１トン１日ですね。そういったこの計画で、ごみ処

理の全体的なつくりをやってる訳でございます。ですから、その８０，６６５

トンをオーバーしていると、常時そういった状況になっている訳でございます

んで、そういった意味ではですね。もともと２２１トンの場合でもですね。２

炉だけでは、どうしてもまかないきれませんので、どっちみち、２炉で運転し

てみたり、３炉でしてみたりと、或いはまたその間ですね、補修点検もやると

いうような事の状況でございますけれど、ごみの量がずっと増えてきたという

事もございますし、この２年の間色々みておりますと先般も実は、あれは７月

でしたかね、会社の方から来て説明がございましたように、色々とこの炉の状

況だとかそういった物が、不具合が出てきたというような事もございますんで、

そういった事からですね、あとまた色んなシリカと言うんですか、そういった

物が溜まるというような事もあっておりますので、そういった物も今後とも点

検しながら炉を動かしているという事でございますんで、いずれにいたしまし

ても、私どもですね、会社に対しましたては、きちっとこれがですね運転し、

安心して我々が任せられるような事にして下さいという事は、たえず申し上げ

ております。今後とも、もう少しですね、その辺は会社とも、炉の点検、補修
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の関係ですね、先般も説明いたしましたようにそういった事で会社にも申し出

をし、お互いに協議をしながら進めて参りたいと考えているところでございま

す。以上です。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  全然、今の管理者の説明では分からんのですよ。本来だったらこの数字的な

事、実際の運転の事についてはね、事務局の方がね一番良く実際のところ良く

分かっておられるんでしょうから、そこら辺がね、実際問題として私がお尋ね

している趣旨は、もう分かっておられると思うんでね、そこんところ噛み合う

ようなね、ご答弁をお願いしたいと思うんですよ。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  すみません。数字的な事という事でございますので、私の方からご説明させ

て頂きます。まずは、８０，６６５トンを前提として計画を立てていた。これ

が前提でございます。入ってくる量といたしましてもそれを見込んだ処理計画

という事になります。それが、最初から多かったという事がございますので、

それを処理をしていく為に毎日その分だけの３００トンを行うという訳では無

く、毎日、ある分プラスのという事になります。平成１７年度につきましては、

処理は、８６，６００処理をしておるところでございます。６，０００トン程

多かったと。１８年度につきましては、おっしゃるように、８２，０００トン、

１，５００トン程度しか多くないという事なんですけど、そういう状況が起き

てしまったという事で、今、十分処理ができて無いというようなとこでござい

ます。３炉で運転をさせて頂いて、状態もあって３炉で運転させてもらってま

す。そういう事を改善をしていくという事で今回の改修工事で改良をやってい

くというような事になろうかと思っております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 



 36

  いずれにしろ炉がね、当初の予定通りの能力を発揮していない結果、こうい

う事態になってるという事だと思うんです。それで質問先に進めます。それで

ですね、出して頂いた資料のですね、こうたくさんあります。この資料は、新

しく造るクリーンセンターの費用対効果を明らかにするという事で、組合議会

で作り、組合の議会、それぞれの構成自治体の議会に配られた資料です。１１

年の１２月です。の一部ですこれは、私が見て頂きたいのは、この資料の左上

の費用の所の燃料費、これは、見積設計によるという事に書いてありますけれ

ども、燃料費これは、天然ガスの事ですけれども、ごみ1トン当たり２０８円

です。ですねこの試算は、実際どれだけこの天然ガスの費用が掛かっているの

かという事とちょっと比較をしてみたいと思うんです。もし、２０８円これで

年間の処理量１８年の処理量が、８２，２５８トンですから、これを掛けます

と１千７百１０万９，６６４円、約１千７百万になろうかと思います。ところ

が、決算書にも記載してありますように、１８年の燃料費、これは３億６千２

百６０万２，４５２円になっています。この頂いた資料の約２１倍です。見積

のですね。これはね、その見積との違いは、ごく一部なんですよ。天然ガスは、

もっとひどいのは、液体酸素なんかもともと費用がなかったのが、何億もかか

ってるというのが実態です。その他のは、もう取り上げませんけどね、取り合

えず天然ガス、燃料費について、当初の試算の２０倍を越す実態になってると、

この事については、どうお考えですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず、一番の大きな違いにつきましては、先程から話が出ておりますように、

ごみ量が当初見込みより多い。この場合は、８０，０００弱のごみ量じゃなか

ったかなと思いますけれど、そのために、現在の施設でございますけども、２

炉運転を３炉運転に余儀なくされているという用役、ガス等の増向に繋がって

きているものと思っております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  そういったね、ごみの量の当初との見込み違いによるものだと説明できる金

額でないでしょう。２０倍を超す実際の費用がかかってるんですよ。私ね、そ
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の辺は、もっと真面目にね、答弁をして頂きたいと思うんですよ。私、基本的

にはね、もうこの施設できているから、これをぶっ壊せとかなんとかね、そう

いった事を言うつもりはないんです。しかし、今、指摘されているこういった

問題について、なんで管理者はきちんと、議会で指摘された事をちゃんと受け

止めてね、メーカーに対応しないのかと議会で指摘された問題の解明にあたっ

て、なんできちんとした取り組みをしないのかというところを一番問題にして

いるんです。今、言っている当初の見込みとの違いについてもね、当初との２

０倍も超す食い違いでしょう。ごみの量が増えたからなんて、そういった事で

説明できる金額じゃないんですよ。私は、その辺についてはね、ほんとその一

例です、天然ガス一例です。他の事についてもね、これまでたくさんの事が指

摘されました。なんでこういった事について、きちんと市民の立場に立ってメ

ーカーと話し合いをしないのかと私は、そこのところを繰り返し言っているん

です。私はね、今の当初との見込みの食い違い、もう少しきちんとしたそんな

ごみの量が当初より増えたからなんてね、そういった事で説明できるような金

額じゃないんですから、もう少しきちんとした説明をして下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、お配りしました表を見て頂きますと分かるんですけど、これは、平成１

１年１２月に出した物でございまして、この方式がございます。先程見て頂き

ましたところの左上になりますけれども、下から４行目でございます。ここに

最終処分場の経費というふうに記載がなっております。４８０万というふうに

なっておりますけども、こういった経費から見てみますと私どもの施設は、最

終処分場は出さないという事が原則になっておりまして、これは、必ずしも、

うちと同じような施設、おそらく焼却方式の施設ではないかと思っております。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  恐れ入ります。今、局長の方からご説明いたしましたとおり、こちらの表で

作っている分は、１１年度でございますので、まだ、処理方式が色んなものを

含めて評価をしている状況でございます。ですから高くていいという事では、

ございません。そういう事ではないんですけども、この数字と直接に比較とい
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うのは、なかなか難しいんではないかなというふうに思っております。ただ、

それが大きくなっているという事については、私どもも認識をしてメーカーの

方にですね、処理、燃料費の削減については、先程答弁もありましたけれども、 

メーカーの方にですね、もっと経済的な運転をするようにという事で求めてい

るところでございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  私、最初にお断りしたようにね、当初の見込みと食い違っているのは、助燃

材だけではないと燃料費も他のもね、たくさんあるけど、取り合えず燃料代に

ついてお尋ねをしたいという前提で、お尋ねをしているんですよ。なんで、最

終処分場のうんぬんというようなね、そういった事、私は、尋ねてないんです

から、それからこの資料は、あくまでなんかこの施設が確定する前の資料だ、

うんぬんという説明でしたね。それではね、お尋ねします。この施設を造ろう

という事に決めるにあたっては、当然、これと同じような趣旨の費用対効果の

試算をしておられると思いますので、その資料があるのかないのか、それをお

聞かせ下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、ここであるとかないとかの状況を確認できませんので、おって確認させ

て頂きたいと思います。 

（午後１３時５０分休憩） 

（午後１４時００分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。事務局は、ひとつ納得できるような回答

をして下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  やはり、先程の資料の件ですけども、あるのかないのか確認できませんので、

調査をさせて頂いた上で、あった場合は、お出しをしたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  あのね、これはね、私が言っているこの資料は、新しい施設を造った場合に、

どれだけコストがね、軽減されるか、費用対効果がどうなるかという事をもっ

とたくさんあるんですけどね、それを比較した資料なんですよ。大事な資料な

んですよ。これについてね、これ以外にこの後、まだ、最終的に確定した段階

のね、資料があるかないかが確認できないてね、それは私はね、それこそちょ

っとどうしてるのかと言いたいんですよ。あるけど、ここにはないというんだ

ったら、まだ話は分かります。前の事務局長も居られるんですから、前の事務

局長も記憶にないなどということは、私はありえんと思うんです。その辺もう

少し、そのあるかないかぐらいは、きちんと答弁して頂きたいと思いますので。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  この基本計画というのは、平成１１年の１２月でございまして、確かそうで

すね、１１年、この頃でしょうか広域化しようという事で、２市１５町で集ま

ってですね、ごみ対策を練ってきた訳でございますから、この中で今質問があ

ったように、なんと言いますか燃料費がどうのこうの、そういった事でなくて、

全体的にですね、新しいこの２市１５町でした場合に、全体的にどのようなこ

の構想になるかっていう事を示している訳でございますから、具体的な問題で

はないんですね。まだ、基本計画のいわばまさに計画の段階であって、これに

基づいて県とか或いは国の方に出したかどうかですけども、そういった事で、

国の承認を受けて具体的に進めていったという事でございますんで、あくまで

もこれはですね、細かな例えば燃料費がどうのこうの、薬品がどうのこうのと

色々書いてございますけれども、おおまかな計画だと私はそのように認識をい

たしております。ですから相対的に広域化をする事で、これでいいでしょうか

というふうな事のですね一つの計画書になってるんではなかろうかというふう

に、私は思っているところでございます。まだ、１１年の段階でございますん
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でね。以上でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  管理者ね、そういった事じゃなくてさ、やはりきちんとね真面目に答えて欲

しいんですよ。先程から言うように私はこれは資料の一部だけでいいから出し

て下さいという事で事前にお願いをして出して頂いたんです。原本は、もっと

たくさんあるんですよ。そんなね、基本的なおおまかなのを決めたというよう

な事じゃ、内容はなってないんですよ。細かいところまでずうっと決めてある

んです。費用対効果はこうなりますという事でね、ですから、先程、言ってい

るように、それはその何て言うか、途中のやつであって、最終のじゃないとい

うような答弁でしたから、そしたら、最終のそういった費用対効果比較表を作

ったのが、あれば出して下さいとその前にあるのかないのか、まず答えて下さ

い。そうするとあるのかないのかも確認できないという事でしょう。それじゃ

ね、良くないと思うんですよ。これだけこの施設が、事前の予定と違ってたく

さん経費がかかっているんじゃないかという事を色んな方面から指摘をされて

いる時ですから、そうすれば本来だったらね、議会で指摘される前に管理者の

方で、事前の計画とどうなっているのかと現状はどうなっているのかという事

は、当然検証すべきでしょう。我々から指摘される前に、ところが事前のそう

いった事についてさえ、あるのかないのか分からんというような状況ではね、

私は、良くないと思いますよ。本来だったら貴方の方で、ほんとこれは、経費

がかかっているようだなと事前の試算とちょっと比べてみようというのが当然

の事だと思うんですよ。そういった事をされたんですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私が申し上げてますのは、あくまでもこの表はですね。基本計画、こう冊子

はございますけれども、その中の一部でございましてね、要するにこの広域化

を進めて行こうという為の、一つの基本計画なんですね。だから、具体的にな

りますとですね、それ用のその具体的な、ですから、この時の基本計画の中に

はですね、その方式をどういう方式でいくかという事も決まってないんです。 

 ですから、色んな物がありますよという事も、これうたっております。例えば
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ストーカー方式だ、やれガス化改質方式だと色んな物が、掲げてあるのでござ

います。ですから、そんな事でいずれにいたしましてもですね、広域化を進め

るための最初の一つの計画であると、ですから中身的に、具体的に燃料がどう、

あるから、今、多いからどうだという事では、なくてですね。その事につきま

してはですね、燃料費が非常に多くかかっているとそういった事については、

当然ですね、もっと減らさないかんとか、そんな協議につきましてはですね、

当然、会社の方ともいたしている訳でございますから、我々としてはですね、

できるだけやっぱり安くであげて頂く為に、それぞれ経費につきましてもです

ね、当然、会社の方にもですね、注文をつけ、そしてまた協議も進めていると

いうような状況でございますんで、その辺もご理解を頂きたいと思います。こ

の件については、私はそのように理解しております。以上です。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  管理者ね、最初に言いましたようにね、やはりね、この施設については、も

う誰でも心配しているんですよ。このまま行けばね、どれだけそれはもう、負

担が増えるのかと、どこに問題があるのかと、施設に欠陥があるんじゃないか

と、いうような指摘がずっとされてきている訳でしょう。そうした中で、そう

いうのを受けて、私はずっとお尋ねをしてるんですよ。ですからね、やはりき

ちんとしたね、ほんとそれもそうだなと燃料費も当初の２０倍も越すようなね、

そういった実態は、これは実態はどうなっているのかというような検証はね、

管理者としてやるべきだとそういう事もやらずにおってね、色んなこれは基本

計画だうんぬんというような答弁で逃げ、そしたら最終的な計画書を出しなさ

いと言っても、それもあるかないかも分からんというような状況でしょう。そ

れじゃね、我々市議会に帰っても説明のしようもないですよ。諫早市は、１１

億を越す負担金を出しているんですよ。その使われ方がこんなずさんな計画で

ね、なってるという事になったら、皆さんほんとに憤慨するんですよ。だから

その辺についてはね、また改めてお尋ねをしたいと思いますけど、やはり、き

ちんとしたね、対応をして頂きたいという事を重ねて、私は強く要望しておき

たいと思います。それから、この今回の改修にあたってね、メーカーは費用は

出しますと、それからその間のごみの処理費もメーカーの方で負担をしますと

いう事になっているようですけれども、この施設の改修は、おおまかにその３

つの場所でやるという事になっているようですけど、この施設の改修にあたっ

て、メーカーと組合との契約はどういう事になってるんでしょうか。ちょっと
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説明して下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今回の改良改善工事は、プラントの所定能力を安定的に発揮する為の対策で 

ございまして、県央県南環境センター（仮称）建設契約書内の発注仕様書に基 

づく補償工事でございまして、契約書は交しておりませんが、ＪＦＥ環境ソリ 

ューションズから炉下部水冷化範囲拡大、ごみプレス油圧シリンダー長寿命化、 

ごみプレス分割投入化について、設計仕様書が組合の方に出されております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  このプラントはね、性格上色んな物理的な構造、色んな化学的な反応の施設

たくさん入り混じっている物だから、組合の職員の皆さんではね、専門的なと

ころは、分からない所も正直あるだろうとは思うんです。しかし、いずれにし

ても、この施設の所有者は組合なんですよ、組合の品物なんです。メーカーの

品物じゃないんです。ですから、今回のこんなに言うてみれば、メーカー自身

が言っているように、部分的な補修では駄目だと本格的な対応をせんと駄目だ

というふうに言ってるような今回の改修工事なんです。そうすると、やはり口

頭だけじゃなくて、きちんとこの改修工事にあたってね、金額その他、場所、

きちんとした契約書をね、私は交すべきだと思うんですよ。ほんとに何億を超

すね、工事費になると思うんですよ。組合の物である施設が、どういうふうに

改修工事をされようとしているのか、持ち主が分からんような、やらせ方は、

私は、まずいと思うんです。よく内容は、分からんにしても、それなりのきち

んと文書での取り交わしをする必要があるというふうに思うんですけど、そう

した事は話し合いの中でどうされたのか、是非そういう事をやって欲しいと思

うんです。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  今、申し上げましたその工事内容の設計仕様書が、組合に提出され、それを 

受領しているという事でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  それでは、工事費はいくらですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  あくまでも工事は、補償工事という事で、金額については具体的に示されて

おりません。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  ですからね、私は、先程から言っているように、この施設はね、それだけ構

成町の多額の負担を出して造られたこの組合の品物なんですよ。その施設が、

どういう改修工事をやられようとしてるのか、どれだけの工事費がかかろうと

してるのか、そういった事を持ち主が分からんような工事をさせていいのかと

いう事を私はお尋ねしてるんです。それはもう、メーカーの方でやってくれる

だろうなんてね、そういう事でいいのかという事をお尋ねしてるんですから、

それでいいという事なんですか。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  恐れいります。メーカーのいいなりになって、やったかやらんか確認ができ

ないじゃないかというような趣旨かとも思うんですけれども、私どもの方では、

先程、事務局長がお答えいたしました設計仕様書というものをメーカーの方か

ら出させてですね、それについて工事の承認をしたという事になります。実際
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の施工結果につきましては、施工中もですけども、こちらの方で確認をしてい

きたいというふうに考えてるところでございますし、実際に確認しながら進め

ているところでございます。ただ、金額につきましてはいくらだというような

事は求めてはいないところでございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  ずっとね、押し問答みたいな感じですけどね、やはりね、これだけの大規模

な改修をやる訳ですよ。しかも施設事体がね、１４７億もかけて造った大きな

施設でしょう。契約金額は、１４７億です。消費税も入れればね、それでね、

にもかかわらずね、今回本格的な改修をしなければいけないという事態になっ

てるにもかかわらずね、どういう改修をしようとしているのか、そしてその費

用がどれくらいかかるのか、費用を口頭ではメーカーが持つという事にはなっ

てますけどね、そしたら、メーカーが持つにしても、その根拠はどうなのかと

いうような事についてはね、やはりそれなりのきちんとした契約書を作って、

そして、取り掛かってもらうというふうにしないとね、もう言うてみれば、も

う、メーカーの方の仕様書が出てるから、それでやってくれるでしょうという

ような事ではね、私はやっぱり良くないと思うんですよ。この施設は先程から

いうように、メーカーの施設ではないんですよ。我々の施設ですから、どうい

う修理がされようとしてるのかどういった所に問題があったのか、それはきち

んと貴方自身が納得いくようなメーカーの説明を受けて、本来だったら、この

議会でね、我々にきっちんと貴方から説明をすべきなんですよ。そういった事

がもうほとんどされないまま口頭でのメーカーとの話で、事が進められようと

しているような事になっている点はね、非常に私は問題だという事を指摘して

一般質問は、終わります。 

○議長（中村敏治君） 

  それでは引き続き８番。柴田議員、お願いいたします。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  柴田安宣でございます。通告の順に従って質問をさせていただきます。 

  まず、１項としてガス代、電気代、その他の資材を含めた経費の節減と今後
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の見通しということで通告をしております。今、木村議員からも指摘があった

とおり、色んな電気代、ガス代が当初計画以上に膨大な経費がかかってきてい

ると。加えてその他の資材として、ここの計画の中で挙がっていますとおり薬

品代とか液体酸素等も含めれば、どれぐらいの経費になっているのかなという

ことが、まず、心配の種でございますから、それがどれぐらいになっているの

か。そして、今後、改修することによって電気代等が多少、違ってくるんでは

ないかと期待してるんですけども、それが今後の見通しとしてどういうふうに

理解しておけばいいのかということについても説明をお願いしたいと思います。 

  もう一つは、用役費、運転経費、それから補修費、起債の償還を含めた所で

１トン当たり処理経費がどれぐらいかかっているのか。そして、他のストーカ

方式若しくはガス融合方式を含めた他の施設はどれぐらいの経費をみて、トン

当りの処理経費をみてあるのか。比較対照されたことがあるのか。あればそれ

を説明いただきたいと思います。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  まず、柴田議員のご質問のガス代、電気代、その他の資材を含めた経費の節

減と今後の見通しについてでございますけれども、県央県南クリーンセンター

は１７年の４月から本格稼動をいたしました。３年目を迎えております。１７

年度、１８年度ともごみ搬入量が計画よりも多く搬入されておりましてガス代、

電気代の経費の方も増大しているところでございます。構成市の負担を考えま

すと運転管理や用役費等、経費の節減は重要な課題と理解をいたしております。

組合といたしましてもＪＦＥ環境ソリューションズ株式会社に必要な対策を求

めるとともに構成市と連携を取りながらごみ減量化も推進して参りたいという

ふうに思っております。併せまして、７月の議会でもご説明をいたしましたプ

ラント能力を安定的に発揮するための施設の改善改良工事を実施しております

が、この工事の効果として、ガス使用量の削減も期待をいたしているところで

ございます。詳細につきましては、局長の方から答弁させたいと思います。以

上です。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  はい、事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  管理者の方から主なポイントについてはご説明がございましたので、私の方

からは若干補足を含めましてご説明させていただきたいと思います。ガス代、

電気代、その他の資材を含めた経費の節減と今後の見通しについてでございま

すが、ガス代は平成１７年度、３億２，８６９万５，２１７円となっておりま

す。１８年度では３億６，２５４万６，１３２円でございます。電気代は１７

年度、２億３８７万６，９０７円、１８年度で２億７，５７０万８，３８１円

となっております。その他、資材の液体酸素でございますが、これはＪＦＥが

負担しておりますので、把握をいたしておりません。ＬＮＧの使用量につきま

しては、ごみ量、ごみ質に影響されますが、計画以上のごみが搬入されている

こともあり、使用量が多い状況が続いております。また、電力につきましても

処理過程の精製ガスを利用してガスエンジンで発電を行っておりますが、常時

３炉での稼動が続いており、電気の使用量も多い状況が続いているところでご

ざいます。これらの経費の節減につきましては、重要な課題でございまして、

施設の運転を委託いたしておりますＪＦＥに対して、ことあるごとに用役使用

量の削減について、強く要請している所でございます。また、本年度実施して

おります改善改良工事でございますが、これによりましても用役使用量の削減

効果もあると聞いております。また、経費の削減には、ごみの減量化も必要で

あると考えておりまして、組合の構成市に対しましても、更なるごみの減量化

やごみ分別の施策の推進についてお願いをして参りたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  はい、柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  今の説明は数字的には理解出来たんですけども、ただ、平成１７年度、最初、

一般会計が当初予算でいきますと燃料費、ガス代ですね。これが１億２，１２

７万１，０００円。で、光熱費、要するに電気代ですけども１億５，１０８万

６，０００円ということでトータルで２億７，３０７万７，０００円の当初予

算であったと。決算で５億３，２５７万２，０００円余の決算をされてると。

だから、この炉の最初の運転の時期に当初予算として計上されてる電気代、ガ

ス代というのが、おそらくＪＦＥから計画図書に基づいたガス、電気代等を計

上されたんだというふうに解釈をする訳です。それから見ますと１８年度の決

算でいきますと６億３，８２５万４，０００円余りの金を決算としてされてお

ります。ということは、当初予定より倍以上の金がかかる炉になっていると、

加えてＪＦＥが払ってるというけども、ガス代とあんまり変わらんぐらいの液
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体酸素を使われていると、これがどこの時点で無くなるのか。これをずっと使

用しなきゃいかんとなれば、ＪＦＥが１００パーセント、平成、今の計画でい

きますと３２年度まで炉の償還がかかるみたいですけども、そこまで入れて責

任を持っていくなら数字は明示しなくてもいいんです。どっかの時点でこの組

合の方に負担してくれろというならば、今払ってある液体酸素の金額も明示す

べきじゃないかというふうに思うもんですから、そこら辺をどういうふうに解

釈すればいいんですかね。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、議員おっしゃいますように当初計画とすればガス、電気やはり何倍も上

がってきているのは事実でございます。先程からご答弁申し上げておりますよ

うに、その原因につきましては、ごみ量が多いというふうなことが言われてお

りまして、我々としましてもやはりその増えた量につきましては、是正方を常

にＪＦＥの方に求めているところでございまして、覚書にもございますように

用役費の保証ということで、１７、１８、１９年度の３ヵ年につきましてはＪ

ＦＥと協議の中で幾らどちらが負担するかというところも今後、交渉の協議の

具体的な進展の中で当然主張していかなければならないというふうに思ってお

ります。ただ、いずれにしましても、いかに減らしていくかというのが、一番

の我々の課題と思っておりまして、これにつきましては先程申しました改善改

良工事でもいくらかの燃料代の削減を期待出来るというふうに言われておりま

して、まあこういったものを、まずもって施設の安定化を図りながら次はこの

用役費の削減策について更に詰めていきたいというふに思っているところでご

ざいます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  先程もう一つ聞いたんですけども、ガスを発生させるについては、色んな用

材、科学物質等も投入しないとガスの発生が思わしくないだろうというふうに

思うんですけども、この当初計画の中でも相当の金額が示されておりますけれ

ども、今言われた数字の中では、それ入っているのか、入ってないのか。入っ

ているとすればどの項目なのか。若しくは改めて他の項目の中でその薬剤費等
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があるなら、それを燃料費の同じような部類で提示するべきじゃないかと思う

んですけども、それはどういうふうになっておりますかね。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  お尋ねの薬剤費でございます。この分につきましては、先程ご答弁いたしま

したガス代、電気代とは別になります。それでこの物につきましては、運転の

委託経費の中に薬品代は含まれておりまして、全体としての支払となっている

ところでございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  もう一つ、後の方と同じ、重なるようようでございますから、併せて質問し

ますけども、炉の運転として委託料がＪＦＥに３億２，８８５万４，０００円

ということで１８年度の決算の中で出ておりますけれども、人間を聞いたら人

間の炉を運転するにあたっては３１名の人間で運転をするため必要の人間を確

保しながら運転してると。ご存知の通り、トップ企業のＪＦＥの職員若しくは

エンジニアを３１名雇って３億２，０００万余りの金は払ってあるんだろうと

思うんですけども、果たしてそれ位の人間が必要なのか。その出勤簿あたりを

見て確認をされたことがあるんですかね。というのは変な話になりますけれど

も、それだけの３億２，０００万の運転経費として委託している金の中から液

体酸素分でも出してあるんじゃないかと、そういう気がするもんですから、そ

うするならば液体酸素そのものは表示してですよ、運転計画の中で出すべきじ

ゃないかなと思うもんですから、果たしてそれぐらいの運転委託料がどういう

ふうに使われてるのか。分かっておれば詳細な説明をお願いしたいと思うんで

すけども。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  運転委託料でございますけども、今議員おっしゃいますように現在は３１名
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で運営されておりまして、どういった運転業務があるかということを若干ご紹

介申し上げますと、まず運転管理業務の中におきましては、各種機器の運転操

作、監視及び動作状況の確認とか各種機器の巡視、日常保守点検、機能整備の

ための調整とか各種計測機器類の日常点検とか１５，６項目の日常的な点検業

務が、またその他不定期の補修まで入ってきておりまして、そこに勤務される

３１名の方でございますけども、その勤務状態ぶりは日報とか月々の管理委託

の実績報告等で確認されておりまして、その分の経費が他に流用と申しますか、

そういったことがなされているという事は、まず無いというふうに思っており

ますのでご了解お願いしたいと思います。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  それにしても３１名の３億２，０００万というのは１人当たり１，０００万

を超える金額を払ってある訳で地方公務員の人達から見れば羨ましい金額を払

ってあるんだなと思うんですけども、やはりストーカ方式と違って融合という

のは当然ごみを資源化して、そしてガスを発生させて発電もし、それぞれ資材、

資源を再利用するようなということである面、化学工場みたいなやり方でやら

れておる訳ですから、えらい経費が掛かりながらでも将来のクリーンなこの地

域の為ということでされておるんだろうと思うんですけども、ある面ではそれ

はそれとして分かりながらでも節減をしていかんとですね、皆のごみの中から

金は生じてこない訳ですから今、隣の人の質問で答弁されたとおり６０万の売

り上げをするために１，５００万の経費を掛けるというふうなそういう理にあ

わんようなことをこの炉の中でされるのであれば、４市の人達は大変な苦労を

しなきゃいかんだろうと思うもんですから何とかこの経費節減に向けて、これ

をやっていくためにはどうすればいいのかという方程式でも考えておられれば

一つ説明いただければと思うんですけども。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  具体的にどのようにどのような方法で経費の削減を図っていくのかというふ

なことだと思っております。当然、先程申しましたようにメーカーでございま

すＪＦＥに対しては、私ども又管理者の方からも事あるごとにそういった経費
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削減とかを強く求めておるところでございますけでも、具体的に一つこちらの

方から提示するような技術的なものは私ども、持ち合わせてない中に置きまし

て、とにかくメーカーに対しましては色々用役を含みます、とにかく具体的な

問題とその改善策を示してくれということで併せまして出てきた際には取り組

み強化ということで求めているところでございます。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  恐れ入ります。ちょっと補足をさせていただきたいと思います。先程の答弁

の中で運転の人員が３１名というようなことで、その分のご説明の中に業務の

内容といたしまして、不定期な修理ということを申し上げました。不定期の修

理は別途でございまして、軽微な補修、軽微な修理作業ということになります。

で、３１名は常に３１名ということではなく２４時間で４班体制ということに

なっております。２４時間運転ですので、夜中もずっとクレーンを動かしてる

というようなことになります。そういうことで１班あたり１班で７人というよ

うなことで組んでおりまして、あと他、管理者等がおりますのでそういう形で

常時は７人プラスαいるという体制になっているところでございます。 

  以上でございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  重なるものですから併せて質問しますけども東部リレーセンターの業務委託

費で４，５９９万ですね。西部で４，０００万の委託業務を発生してる訳です

けども、合わせて９，０００万、８，６００万の委託をされてると。で、どう

いうことかと聞きますとごみをある器具の中に入れて圧縮をし、５０％圧縮を

する機械を設置してるとその操作に係る経費がこの委託料だというふうなこと

なんですけども、これも合わせてですね民間、よくいう管理そのものがそんな

難しい品物であれば民間委託ということもできんじゃないかと。さっき言う日

本一の企業を全部配置しなくてもそれぞれのエンジニアは必要でしょうけども、

ある程度の技術があった人なら操作出来る分に関しては全部委託しないでです

よ、リレーセンターの管理にしてもここの炉の運営、運転管理にしてもそれを

ある程度民間へ委託するようなことをしないと膨大な経費の削減にもならんじ
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ゃないかという気がするもんですから、そこら辺をどういうふうに解釈すれば

いいのか、そういうことをすることが出来る可能性はあるのかどうか、一つそ

の説明を頂きたいと思うんですけども。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  参考までに西部リレーセンター及び東部リレーセンターの運転の委託料の中

身なんですけれども、もちろん人件費も入っておりますけれども、その他に油

脂代とか作業油代とか薬品代とかその他消耗品等の諸経費も入っている事を申

しておきたいと思います。まず、今リレーセンターを民間にという話なんです

が、施設の建設を請け負ったメーカー、プラントメーカーとですね、運転を請

け負った業者が全く関連が無い民間の人達が請け負った場合に施設の故障とか

が起きた場合にですね、責任の所在がどっちになるのかななどということがあ

りまして、トラブルの要因になるんではないかということで現実としては厳し

いんでないかなということで考えております。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  詳しい事は分からないんですけども作った業者がそんな難しい機械をどこも

使っているのかと聞いたらそうでも無いみたいですよね。ですから、それを強

烈な大型圧縮機等があるならともかく普段の例えば砕石場の砕石する位の機械

等である程度、圧縮しながら搬送用のトラックに詰め込む業務みたいですから

それを作った業者で委託しなければいかんようなことをその多大な経費を将来

も掛かるであろうというやつを分かった上でこれ発注したものかなと。普通の

人達、ある程度２年か３年したら民間の人に委託してこれを普通の人に頼みま

すよということを普通頼む訳でしょうけども、それだけの特殊な機械じゃない

と、ホッパーもトラックも荷物の中に詰め込む事が出来るような機械は発注出

来なかったんですかね。東部も西部も作った業者に委託をして、管理してると

聞いてるもんですから、民間もそういうことは出来る人もおるはずですから経

費節減にそういうことが出来ないかということを言うとる訳で。もう一つはＪ

ＦＥのですね、日本のトップ企業のエンジニアを３１名入れなくて、その下で

出来る業務は民間の人たちも３１名の内の半分位を民間、この地元の人達をそ
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こに入れて、それで安い経費で出来るような事は出来んもんかということも併

せて聞いたんですけども、それについての説明を受けてないんですけどもどう

ですかね。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず一点目の東部、西部リレーセンターに係ります委託契約の方法について

ということでございます。当然その機械施設につきましては、地域の環境とか

非常に先端的なところもございまして、そういったのが可能かということは、

今後の経費削減の為に充分課題にさせて頂きたいというふうに思っております。

また、その職員でございますけども例えばクリーンセンターの方に来て頂いて

おりますＪＦＥの方あたりにつきましては、基本的には地元採用の方を中心に

雇用の拡大が図られているようでございます。以上でございます。それと先程、

柴田議員のご質問の中で私、一点、答弁を漏らしておりましたので、お詫びを

申し上げまして改めて答弁させてもらってよろしゅうございますか。用役費、

運転経費、維持管理費、起債の償還を含めた所でトン当りの処理経費の説明と

いうふうになっている部分でございます。ごみ１トン当りの処理経費につきま

しては、平成１８年度実績によりますとトン当り約１９，０００円となってお

ります。なお、この金額には起債の償還分は含んでおりません。それに起債の

償還を含めますと約２５，０００円となります。次に他の施設との比較でござ

います。ごみ処理に掛かる運営、維持管理費の経費につきましては、各自治体

によって収集運搬費、不燃物処理費またリサイクル施設費、最終処分費などが

入っていたり、入ってなかったり、また人件費に関しましては取扱いがまだそ

れぞれの自治体、運営母体ごとに変わっておる異なっておる状況でございまし

て、一概に比較する事が非常に困難というふうな状況でございます。参考まで

に申し上げますと旧諫早市の処理施設の経費につきましては、平成１５年度は

約１トン当り２２，０００円というふうに聞いているところでございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  丁寧な説明いただき有難うございました。ただ、この起債の償還が平成３２

年までかかって元利合計で１６８億７，０４３万５，６６９円という数字が挙
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がっておりますけれども、これを含めて償還を全額含めた処理経費がトン当り

２万５，０００円ということで読んでいい訳ですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  申し訳ございません。今申し上げました数字は平成１８年度の実績額に拠り

ます処理経費でございますので、起債の償還につきましては、１８年度に償還

したその額がカウントされてるというところでございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  はっきり言って償還と元金だけじゃなくて金利だけ払う時期もあるし、元利

を含めて払う時もあるということで、本来、償還額をいうならば平成３２年ま

でに１６８億７，０００万円余りをこの中でごみの中で負担したときに幾らに

なるかということを私、聞いたつもりですけども。そこまで含めた計画数字を

出していただきたいと思うんですけども。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  恐れ入ります。申し訳ございません。私、理解が悪くて。今お尋ねの分につ

きましては、元利合計で先程おっしゃられた１６８億ですね。この分総額を３

２年間で押しなべてということでございますでしょうか。その３２の平均額を

たしこんだらどうなるかと。単年度ですので、そういうことでしょうか。ちょ

っとお時間をいただければと思うんですけども。今、計算をしてみたいと思い

ますけど。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  今、起債の借り入れ、資料４でお配りしているかと思うんですけどもご覧頂

ければと思います。これは、それぞれ元金の所、見て頂きますと１６から発生

して１７、それぞれ金額変わってきておりまして、これは元利均等の償還方法

ではないかというふうに思っております。従いまして、元金をおしなべた場合、

また利子が全部変わって参りますので、これまで計算するというのは非常に困

難でございますので、また、先程の資料と同様、これも後もって整理させてい

ただいてご提供できればというふうに思います。 

○議長（中村敏治君） 

  ようございますか。柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  それはもうそれで整理した数字で均等な誰も分かるような数字を出していた

だきたいと思うんですけども。ただ、なんでそんなこと言うのかといいますと、

まあ諫早市が旧炉を運転する時、トン当り２万２，０００円ということで、今

回さっき言うようにＪＦＥに委託しながらそれぞれのリレーセンターの人間等

を計算しますと８４名の人を雇ってごみの焼却をしてあると、そのよその町の

運搬料とかごみの収集業務を各町で各市町でやってる分は入れないで、８４名

の人がこれだけのごみを処理するために経費をかけてるうえにガス代、電気代、

それから今、数字として説明いただけないんですけども液体酸素等を含めます

と膨大な金がごみの資源化の為に使われてると。効率のいい事を考えていかな

いと、もうこれじゃやりようが無いじゃないかということでどうしようもなく

なってきたんじゃどうしようも無い訳ですから。電気代にしても当初の計画で

いきますとこの炉は炉の為の計画では無いと思うんですけど、契約電力という

ことでこの中で１，８００キロワットの契約をしてありますけれども、それで

いきますとこの電気の料金が１億５，０００万位になるんではなかろうかと。

だけど、それ以上契約をしないと発電能力が少ないが故に契約オーバーした分

を余計に金を払わんといかんと現状においては多大な基本料金をあげた契約を

されてると思うんですけども、将来的にこの発電がアップした時にこの電気料

金そのものはどれ位下げる事が出来るのかと。基本的にこのごみが完全に燃焼

してガスが発生した時に５，０００キロワットは出るということを時間当たり

５，０００キロワットの発電をすることが過去の数字の中であるみたいですけ

ども、５，０００キロワット常に発電した時にごみから発生した電気代が今か

かってる電気代よりどれ位下げる事ができるのか。その試算はされたことがあ

りますかね。あれば出して頂きたいと思うんですけども。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 
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  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  今お尋ねのとおり、その５，０００トン、いや５，０００キロワット／ｈで

すね。これが常時出た場合の試算というのは申し訳ありません。していないと

ころでございます。すいません。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  出来ればそれを数値にしてですね、さっきの起債の償還と含めた数字と併せ

て後で説明いただければと思っております。以上で私の一般質問終わります。 

○議長（中村敏治君） 

  一般質問を保留し、１５時ですかね。１０分程度休憩いたします。 

（午前１４時５０分休憩） 

（午前１５時００分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を続行いたします。 

  松本議員、どうぞ。 

○１番（松本匠君） 

  今回、初めて組合の議会に参加をさせていただき、本格的な論議を初めて聞

かさせていただきました。聞けば聞くほど問題の大きさにびっくりしていると

ころであります。組合の炉はダイオキシン対策万全、排出物質の全量資源化、

排ガスによる発電、余熱利用の２１世紀型の夢の施設であるというふうに謳わ

れております。ところがですね、私ども島原市議会の中でもこの前ここでおき

ました論議の報告をいたしましたところ、炉の性能、能力について徹底した検

証と報告をしてくれというご注文がございました。その意味ではですね、市民

の血税を投入した施設でありますからその性能、能力が本当に額面どおりかど

うか、各市とも財政逼迫の中であります。負担増ということになれば大変な事

態が想定される訳ですけれども、検証をしてみたいと思います。 

  質問に入ります。第一点目に炉の性能についてお尋ねをいたします。大きな

一番目として炉の性能と処理基準、処理能力についてお尋ねをいたします。そ

の一番目といたしまして、性能は処理基準に規定されて発揮されるものなのか。

また、そのように設計をされているのか、お尋ねをいたします。二番目に性能

から見た場合、基準ごみによる安定的運転で年間の処理量は一体何トンなんで

すか。これが本当の処理能力ではないのだろうかというふうに思いますので、
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説明や協議があったのかどうか、お尋ねをしておきます。三点目に覚書概要に

よれば、処理能力の要件はごみ質であり量は明記されておりません。なぜ、こ

れまでの色んな問題がごみ量で説明されるのかお聞かせを頂きたいと思います。

四点目に０６年の８月３０日の議会では水処理施設、天然ガス、液体酸素等の

対策をしたので、年間９０，０００トンの処理能力があるというふうに答弁を

されております。これは一体どういうことなのでしょうか。ご答弁を願いたい

と思います。五点目に１８年度の決算の監査委員意見の中に用役費、定期的補

修工事等々、予算に関連し、ごみの質と量を受託業者に提示をするように説明

をされて、意見をされております。補足説明を是非お願いをしたいと思います。 

  大きな二点目といたしまして、助燃剤についてお尋ねをいたします。液体酸

素、天然ガスの使用量、購入量の年次ごとの説明と今後の方向性についてお答

え下さい。二点目といたしましては、覚書概要では用役費保証は基準ごみで年

間８０，６６５トンを前提とするとなっておりますが、ごみ質、ごみ量で組合

負担はどのように考えればいいのか、ご答弁を願いたいと思います。大きな二

点目といたしまして、構成市の負担についてお尋ねをしておきます。構成４市

の最後の合併、南島原市の誕生から１年５ヶ月を経過いたしますが、更に来年

度予算の編成時期も近づいております。いつまでまとめるのか。また、論議の

中身はどのようになっているのかお尋ねをしておきます。以上です。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私の方からは最後の構成市の負担金についてでございます。議員のご質問の

中で構成市のことについてございました。このことにつきましては、４月の南

島原市の誕生を控えた昨年の２月、当時の深江町及び布津町の町長から分担金

の平等割部分の取扱いにつきまして、その軽減措置等、見直しの要望がござい

ました。この要望に対しまして、構成４市の担当部局にお集まり頂きまして、

鋭意協議を重ねて参ったところでございます。しかしながら、分担金の見直し

となりますと負担が増える市と減る市が必然的に生じる訳でございまして、な

かなか難しい状況であることも事実でございます。先程、事務局長が色々説明

いたしておりましたけれども、４市の副市長が集まられる機会に協議を頂きま

して何とか来年度の予算編成までには筋道をつけて参りたいと思っているとこ

ろでございます。もう暫く、この件につきましては、ご理解を頂きたいという

ふうに思っているところでございます。後の部分につきましては、それぞれ事

務局長、代表監査委員の方から答弁させたいと思います。以上でございます。 
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○議長（中村敏治君） 

  本村代表監査委員。 

○監査委員（本村三郎君） 

  現在の施設にですね、これ以上、予算を掛けないで、いかに有効に活用出来

るか、当初予算、当初予定された範囲でですね、出来るかというような観点か

ら考えておりまして、ごみ質、ごみ量が燃料費や光熱水費及び定期的補修工事

等に影響を及ぼしているということですので、施設運転委託者、業者に対して

本組合のごみ質が具体的にどういうものが不適であるか、どういうごみが悪影

響を及ぼしているのかを示させ、これを除外する事によって運転経費が削減さ

れるということを期待するという事で書いております。更に言えば、具体的に

ですね、明らかにされることによって従来、我々はＪＦＥの方からごみ質とご

み量だと言われてる訳ですが、具体的に聞かされた事が無いもんですから、更

に踏み込んでですね具体的に聞いて頂いて更にＪＦＥと協議を進めて頂きたい

と。例えば、ごみ質という事であればどういったごみが多いのかとか、ごみ量

という事であれば、どの点までごみ量を減らせば当初予算の範囲で出来るかと

か、そうしたような発想でですね協議して出来る部分はあるんではないかなと

思います。以上です。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは残りの部分を私の方からご説明をさせて頂きたいと思います。一番

目の炉の性能について、炉の性能と処理基準、処理能力についての一点目アの

部分でございます。性能処理基準に規定されて発揮するものなのか、またその

ように設計されているのかにつきましては、一日当り平均処理量が２２１トン

という事になっておりまして、年間処理量は８６５トン、すいません。８０，

６６５トンでございます。また、施設規模につきましては、３００トンの能力

でございます。次の炉の性能についての二点目のイでございますけども、年間

処理量につきましては、８０，６６５トンとなっておりまして、説明、協議に

つきましては、特にあっておりません。同じく三点目、ウでございますけれど

も、覚書の概要によれば処理能力の要件はごみ質であり、ごみ量を明記されて

されていない。なぜ諸問題がごみ量で説明されるものなのかという点でござい

ます。まず、諸問題のごみ量による説明でございますが、覚書概要版では、基

準ごみが２，０００キロカロリー、年間８０，６６５トンの処理をする事が前

提となっております。諸問題の説明において、ごみ質は日々変動しますので分
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かりにくく、年間処理量で説明いたしますと実績での処理量がはっきりして参

りますので、分かりやすいと判断したため、ごみ量によって説明しているもの

でございます。次にエでございます。８月３０日の議会において水処理施設、

天然ガス、液体酸素等について、対策をしたので年間９０，０００トンの処理

能力があると答弁されているがどういうことかという事でございますけども、

これは年間９０，０００トンの処理能力でございますが、災害など突発的に大

量のごみが搬入された場合、処理は行わなければなりませんので、相当機器に

負担をかける事になりますが、その負担をかけるのを覚悟した場合は最大９０，

０００トンまで出来ない事は無いというふうに報告したものでございます。次

は、助燃剤でございます。まず、一点目でございますけども液体酸素の購入に

つきましては、ＪＦＥが購入いたしており、購入量など把握できておりません。

天然ガスにつきましては、天然ガス需給契約書において、甲及び乙は本契約締

結により知り得た事項について守秘義務を負うとされております。契約相手か

らＬＮＧの購入単価については、契約単価の価格設定で他のＬＮＧ使用者との

契約に支障をきたすために公表は控えて頂きたいとの要望があっております。

このため数量を言いますと決算額から単価が類推できますので公表は控えさせ

て頂きたいと存じます。また、今後の方向性でございますが、ＪＦＥには事あ

るごとに用役費削減の要請は行っておりますし、１８年度は１７年度に比べ、

約４００トン程の使用量が削減されております。今後も更に削減要請をして参

る所存でございます。次の点でございますけれども、またごみ質、ごみ量によ

る組合負担につきましては、ごみ質が悪かったり、溶けにくかったり、またご

み量が多い場合などは当然、使用する用役量が増えて参りますので、組合負担

は増えるということに繋がって参ります。以上でございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  まず、処理計画について、お尋ねをいたします。先程、ごみ処理計画という

ことで平成１１年１２月、配布をその中の下の方に表記してあります計画ごみ

処理量ということで年次ごとの処理計画が数字として出されております。２１

年度１日２２１．１６トンから３４年度まで載っておりますが、おっしゃった

計画の２２１弱トンをいずれも年次ごとにどんどん増えていくような形で計画

がされております。これは今までのご答弁に比べると随分違う話じゃないかと

いうふうに思われるんですか、どうしてこういう数字が記載をされているのか、

ご説明を頂きたいと思います。 
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○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

（発言する者あり） 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長、管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私の方から説明させて頂きますが、確かにこれ見ますと１２年度から入って

いますね。で、１２年が２１３トン２１３．９８ですか、ずっと書いておりま

す。確かにこれ右肩上がりでずっと増えとるですね。だからおそらくですね、

これは当時、１１年の段階で計画作る時ですね。最終的に過去の推移からずっ

と見ていって増えるであろうという見込みでこれは作っておると思います。実

際はそうなんですが、そうなんでしょうけれどもですね、ごみ処理量を作る時

にですね、ずっと国とか県とかともですね、相談した結果、そういった協議の

中でですね、おそらく私の、当時の状況を今考えましての私の推察でございま

すけれども、確かに増えるであろうけれども努力目標としてですね、やっぱり

減らさにゃいかんということでございましてですね、だから最終的に２２１ト

ンでいかざる得なかったのではなかろうかな。ですから、今後もですね、４市

集まってよくこのごみ量を減量する方向でしていかなければならない。まあ安

易に国の方としてはですね、安易に増やすのではどうだろうかという考えでは

なかったのかなと、だからそういったことで最終的に今後とも２２１トンでい

ってくださいということではなかったのかな、それに基づいて我々のごみ処理

上の基準もですね、２２１トンでいったという様なことでございます。以上で

ございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  今、管理者の方から再三ですね、かな、かな、かな。最後の、説明の最後に

かながついとるんですね。これ推測でありますから、きちんとした確定したこ

とについてお話を頂かないと我々は推測に基づいて、論議をする訳には参りま

せんので、そこんこと含めてですね、もう一回、精査した上でご答弁下さい。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 
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○議長（中村敏治君） 

  はい、管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  これは私が直接ですね、国とか県と話した訳じゃございません。ですから今

の状態で２２１トンにどうして決まったかということなんでしょ。 

（発言する者あり） 

  いやいやあなたのね、質問がですよ。質問がこの右肩上がりできとるけれど

も実際は２２１トンで計画されとると。その辺との関係はどうなんですかとい

う事でしょ。ですから、ですから私が言っておりますのはこういったものを考

えた場合に、当時ですね、おそらく県の方と或いは国の方とですね、担当の方

が色々協議をした中で２２１トンでいって下さいということというふうに思い

ます。私は具体的に実際、あたった訳ではございませんので、私は今そのよう

に考えておる訳でございます。以上です。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  一番最後の方にはですね、日量２４１トンというふうに記載をされてる訳で

すね。そうすると日量２４１トンで３６５日、何トンになるんですか。こうい

う計画を立てるということは前提的にそれを処理するための機械の性能、能力

をどうするのかということの基本的な素案になっていく訳でしょ。とんでもな

い数字ですよ。２４１トンを処理するのは。さっきお尋ねをしましたけども、

年間９０，０００トンでこの２４１トンが出来ますか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長、管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  だから、先程、私が申し上げたように各市が努力してですね、ごみを減量す

るとそういったことも考えながらこれは出来たものであると思ってる訳でござ

います。以上です。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 
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○１番（松本匠君） 

  そうすれば、この計画というのは、それ以下に全部おさまっていかなければ

ならないという事でしょ。最初から。これ１１年の計画ですよ。はい、１１年

の計画ですよ。そして、それも含めて機械の処理能力から判断されたのか、こ

の計画から判断されたのかは分かりません。どっちが後でどっちが先か。しか

しながら、こういう形でですね、はるかにごみの現在の基準をですね、大幅に

上回る１日当り２０トン上回る計画になっている訳ですね。そうすると機械の

性能、能力と関係するでしょ。益々、耐用年数２０年とさっきおっしゃってた

訳ですから、まあ色んな補修をされるでしょうが、機械の能力は落ちていくと

いうのは目に見えているじゃないですか。その辺の整合性はどうなっていく訳

ですかというふうにお尋ねをする訳です。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長、管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  先程来から申し上げますように実際の状況を見ますとですね、やっぱり１１

年の段階で作った時のおそらく伸びるであろうと、ごみ量がですね、減ること

は考えられなかったんですね。ですから、そんなことでこういった右肩上がり

の表が出来とる訳ですね。で、なんですけどもそんなことで国とか県にも相談

したけれどもですね、やっぱり当時、この１１年の頃はですよ、１２年なんか

は２１３トン、１４年は２１５とかずっとありますよね。ですから、こういっ

た事で減る年もあるようでございますけども、やっぱり将来的には増えるであ

ろうとそんな事で相談したんでございましょうけれども、ただ、国としてはで

すね、やっぱり最終的どういった計算に２２１トンになったのか、私も分かり

ませんけれどもですね、そういった計画で作って下さいと。だから、将来の増

える分はですね、出来るだけお互いの努力目標で減らしてくださいよと。そん

な縛りがかけられたんじゃないかというふうに思っておる訳でございます。以

上です。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  どういう訳で２２１トンになったか、よく分からんなというふうなご答弁で

ありますけれども、この答弁については、どうなんでしょうね。分からない事
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を推論若しくはそれに類するような事で２２１トンというのは、今まで私達に

説明をされてこられた訳ですか。別に揚げ足を取る訳じゃないですよ。よく分

かりませんけどというふうにおっしゃいます。そしたら２２１トンというのは

どっからで出てきたんですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長、管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私がね、具体的に話をした訳じゃないんです。ですから、担当の段階で国と

か県に話をして２２１トンに決めたということなんです。ですから、それでい

こうということになって作った訳です。それはもう前例としてある訳です。で

すから、この表は１１年の段階で将来見通した時に、こう延びるんだろうかな

ということで、それを国の方にも認めてもらってですよ、それで２４１トンに

しましょうということになれば、それで良かったんでしょうけども、この県央

広域の場合には、２２１トンということで決まったということなんです。よろ

しいですか。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  別によろしいですかとそんな大きな声で確認を取って頂かなくてもいい訳で

すけれども、そいじゃ分かってる担当者でお答えを下さい。更にですね、最終

年度に近い年次で先程申し上げましたとおり、１日２４１トンという計画にな

っております。そうするとそれはこなしていかんといかんですね。それをこな

せるだけのこの炉は性能を持ってますか、計画ですから。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  申し訳ありません。２２１トンをどのようにして２１年に定めたかという事

について、ご説明をさせて頂きたいと思います。計画目標年次は稼動予定年の

７年を超えない範囲内で将来予測の角度、施設の耐用年数、投資効率及び今後

の整備計画等を勘案して、平成２１年度と決められております。また、先程基
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本計画におきまして、平成３４年度では２４０位に数字が伸びるというふうに

ご質問ありました。その場合、うちの施設はどうするのかというふうなお話が

あって、管理者の方からご説明頂いたんですけれども、これはあくまで１１年

度に作った計画でございまして、実際、現実整備計画の中においては、ちょっ

と私も資料持ってきてないんでですね、またご指摘頂くかなと思ったんですけ

ど、ごみの減量化に努めるという中で少なくとも２２１トンが今後大きく増え

る事が無いような計画に基づいて、この施設は整備されたというふうに理解を

お願いしたいと思います。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  それじゃ、そのように減量化の努力をして頂く他、無い訳ですけれども下の

方にも書いてありますけれども、０．７パーセントずつ増えていくという事で、

今拝見をいたしましたが、それはそれとしてですね、耐用年数２０年というこ

とであれば、そういう現実的なごみ量が増えるということは当然、想定をされ

る訳ですね。そしたら先程もお尋ねをいたしましたが、現在の性能で２４１ト

ンは日量超えられるんですか。３６５日、掛け算すれば年間の処理量出て参り

ますが、その辺はどうなってますか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  ２４０トンを３６５で掛けますと、８７，０００トン程度になります。先程

申しましたように先程９０，０００トンの話させて頂きましたように、９０，

０００トンも翌年度の炉のダメージの考えを無視した場合は、可能じゃなかろ

うかというふうな事でご説明した通りですけども、それよりかは、量的には少

ないという事で全く不可能じゃない、ただし、やはり８７，０００トンですか

ら、それ相応の炉のダメージは、発生するのではないかというふうに思ってい

ます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 
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○１番（松本匠君） 

  ２年間の実績、概算で言いますけれども、平成１７年度が８６，０００トン、

そして、昨年度が８２，０００トン、そして、昨年の説明によりますと夏ぐら

いから基準値をクリアーできないという事で、発注仕様書の保証のところに関

わって、メーカーが無償で全部直しますよというのが現実なんです。その意味

で言えば、この炉はこの２年間に限って言えば、マックス年間１番元気で若い

時に８６，０００トンであると言うのが数字で挙がった現実的な見方だろうと 

 思うんです。そういう意味で私がこだわってるのは、普通ですね、機械という

のは、例えばこのスピーカーは何ワット出ますよとそういう性能保証が書いて

あります。１年します３年しますというふうに書いてあります。ただし、２４

時間１年３６５日使い、しかもなお温度は１，２００度というふうに高い温度

となっておる訳ですから、３６５日フル稼働する訳にはいかないだろうとそう

いうところで、いわゆる覚書のところでは安定運転というのを使ってあるんで

す。経済効率と言いながら安定運転とそれは常識的な話ですよ。私も１炉あた

り１００トン、３炉３００トンをマックスで３６５日動かせるとは思っており

ません。ただ、そこのところがどういう論議をされているのかと、これが本当

の現実的な機械の能力な訳でしょう。そして、その能力が助燃材を使わざるを

得ないとかメーカーが全て無償で修理をしなければならないとかそういう時点

になってきている。だからそういう論議は、されなかったんですか。質問の中

でもやりましたけれども、私は当然ね、実際的な年間、あるいは耐用年数も含

めた機械の能力というのは、協議をされて然るべきだと思いますよ。 

○議長（中村敏治君） 

  誰か答弁を。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長、管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私の方から答弁させて頂きます。こういった計画書類がありますけれども、

マクロ的に考えた場合ですね、だいたい当時ですね、私が平成１０年頃ですね、

この話が出た時にだいたいですね、１人あたり１キロぐらい毎日出る、１日で

すね、１キロという普通です。だいたいそのような目安、それ以下になってお

りますけどもですね、当時２市１５町で人口は２６万人です。だいたい２５０

から２６０出るのかなと、これは全然データ見なくてですよ。通常単に頭で描

いて考えましてね。例えば２５０トンの場合ですよ、３００トンであればです

ね、これはフルにぴしっとこうなった場合の話ですが、その場合には２基を半
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年、３基を半年したら、だいたい２５０トンになりますね。年間平均ですね、

そんな感じかなと思っておりました。正直ですね、ただ実際みてみますと２０

０ちょっとでございますから、２２１という事で最終決まって、これに基づい

てできた訳でございますけれども、そういった意味で基本的には２基であると、

しかし場合によっては、点検、補修もしながらですね、そして１基を交代で休

ませてそういった事もできるかなというような事が、頭で想像しておった事で

ございますけども、実際動かしてますと色々と整備すべき点も出てきたような

事でございます。現実、今お話になったような事になっている訳でございます。

今後ともですね、その辺はそういった事で整備点検もしながら２炉が基本でご

ざいますけれども、３基動かしながら市民のあるいは４市の住民のごみに対応

しなければならないというように思っている訳でございまして、そういった事

で会社の方にはですね、いつも厳しく注文を付けてるような事でございますん

で、ご理解を頂きたいというふうに思っております。以上です。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  先程年間９０，０００トンのところで、台風時等々に備えてと説明がありま

した。普通、常識的に考えればですね、最大限の能力が年間フル活用して、こ

れくらいですと、そして覚書の中にも書いてありますように経済的効率的に運

転すれば、基準ごみによればこういう事になりますと、そうしてもう１つです

ね、それはその後に例えば２炉運転は、連続してこういうふうになりますと、

１ヶ月なら１ヶ月運転して、この炉は休ませた方がいいですとか、そういうで

すね運転マニュアルか運転仕様書がですね、なからんばおかしいんじゃないか

と思うんですよ。そんな今おっしゃるように行き当たりばったりで、それぞれ

休めんばいかんけん休めるというのこそ不経済ですよ。そういうのは、無かっ

たのかというふうにお尋ねをしてる訳です。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  申し訳ございません。一年間こうやって運転していくというような事で、今

おっしゃられた通り１号炉は、何月から何月まで運転して２号炉は何月からす

るというような計画としてはございました。運転計画としてございました。 
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○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  そしたらこれも議事録の中にあった訳ですけれども、１７年度実績で申し上

げればですね、３炉運転が２６１日うち１４％の３７日は３基で３００トンを

越えた日であるというふうになってる訳ですね。さらに１炉ごとの１日１００

トンを越えた日数は３２１日３炉でですね、だから平均的にいうと約１００ト

ンを越えた日が１基について１１０日という計算になりますね、単純に計算を

すると、この能力から言えば、例えば３炉で３００トンを越える事が、仕様書

には明記をされている訳ですね、この３７日という数字については、どういう

評価をされますか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  １７年度に３００トン出た日数に対する評価という事でございますけども、

必ずしもごみ処理量というのは、ごみ質、ごみの状態等にもよっても変わって

参りますので、ちなみに１８年度をみてみますと３００トンを越えた日が１３

日ございます。１炉あたり１００トンを越えた日が２３０日ぐらい確かあった

と記憶してるんですけども、それからしますと１７年度より１８年度が状態が

悪いのかといえば必ずしもそうではない。だから単純に日にちだけでの評価と

いうものは、果たしてどうだろうかと思っております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  いいえ。私は、日にちになると思いますよ。ごみ質というのは、ほんならど

ういうごみ質で、平均的には１７年度は、カロリーベースでいうと何キロカロ

リーだったんですか平均は。１８年度は、何キロカロリーだったんですか。お

尋ねをしたいと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 
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○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  ごみ質でございますけどもカロリーベースで申しますと１７、１８とも平均

いたしますとほぼ２，０００キロカロリーが平均的なごみ質というふうに今確

認しました。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  そいじゃ、１７年度１８年度平均的には、標準的ごみとしての２，０００キ

ロカロリーであったという事ですから、先程の答弁でごみ質がどうであったこ

うであったというのは、おかしな話じゃないですか。訂正して下さいよ。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  ごみ質の先程申しましたカロリーの問題、１７、１８とも２，０００キロカ

ロリーと申しましたけども、ごみ質の検査は、毎年４回実施をいたしておりま

す。あ、年４回実施をしておりまして、その中のあくまでもカロリーベースで

平均でございます。平均でございますので、ごみ質は時期によって、例えば夏

場あたりになれば水分が多くなるとか、そういったものもございます。ですか

ら平均的にみますとだいたい２，０００位で落ち着くんじゃないかと思います

けども、時期、時期については、非常に高い高カロリーと申しますか、高い質

から低い質が入り混じっているというふうに思っております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  だから平均で考えんといけんのでしょう。さっき具体的な１８年度実績言わ

れましたが、かなり落ちてますよね、能力としては、違いますか。そういう能

力の検証と、さらにメーカーが仕様書にしたがって、この炉はこのままで行け

ば仕様書に明記された日量２２１トン、年間量８０，６６５トンを基準量とし
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て処理しきる事ができないという判断のもとに無償で契約書に基づいて修理を

してるというのが現実な訳なんでしょう。だから極端な言葉で言えばメーカー

側は、今、発注仕様書に基づいた能力はこの炉にはございませんというふうに

認めてるのが現在じゃないんですかと、私は思うんですがいかがですか。 

○議長（中村敏治君） 

  どうですか、今の質問に対する見解を。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  今、おしゃられたように１８年度の後半につきましては、処理量がですね、

落ちております。概算ですけれども、１月で約２００トンぐらいです。２月も

２００トンを切る１９０トンぐらいの処理状況になっております。そういう状

況がある中で、メーカーの方からですね、手を入れたいというような事で話が

あってるという状況でございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  だからそれは分かりますよ。私も昨年度の見ました。元気な時は、月に７，

０００トン、８，０００トン処理してた月もあったようですね。最初の頃は、

後になるにしたがった５，０００トン、６，０００トンという数字が増えて来

ております。それで対処なさったんでしょうけれども、だからこの炉の現実に

ついてお尋ねしてるんですよ、メーカーがいわゆる性能保証という事でただで

しましょうという事は、この炉は日量２２１トン、年間量８０，６６５トンを 

 クリアーできる性能でないという事を認めた事になりませんかと、できないか

らするんでしょう。他になんか理由がある訳ですか。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  全くその引渡しを受けた時点からずっとその状態が続いてると、全く２２１

トンを毎月出ていないというような状況があれば、おっしゃられる通りかもし
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れません。ただ、現実１７年度には、８６，０００トンですね、という事で２

３０数トンの処理をして来てるという事実もかたやあります。そういう中で今

回、処理の力が月で見ますと後半、非常に２００トンベースを下回る時も出て

きてるというような状況が今回出てきたという事でございます。これが適正な

例えかどうか分かりませんけれども、ちょっと上手い例えが思い付かないんで

すけど、やってみて調子が悪いという事で、手直しここをして元に戻しましょ

うというような事で、それが私どもが通常に使っただけでは、そうはならなか

った筈のものですね、それが無理をさせてはしってきたが為に、そういう事に

なったという事で今回メーカーの方が負担をするという事と理解しております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  １７年度のですね、８６，０００トン分からん訳ではありません。しかし、

１８年度のですね、８２，０００トン、計画量からいくとですね、１，３３５

トン年間のパーセンテージからいくとですね、何と１．７％位になるんです。

初年度は、分かりますよ。しかも水処理関係や助燃材使用した上での話ですか

らね、この数字というのは、だからそういうとこを加味して今回の修理が一体

何だったのかと、１．７％ですよ、私自分で計算してみて、びっくりしました。

こういう炉というのは、１．７％の年間の増加ぐらいで大変なショック、痛手

を被るように設計をされてるんですか。そこが分からんのですよ。私は、確か

に初年度８６，０００トンよく処理をして頂きましたよ。分かってます。しか

し、まだ２年目ですよ、しかも計画でいけば最後の頃は相当なごみ量が増える

ということだから、今後も大丈夫かという疑念がわくのは当然じゃないですか。

もう一度ちょっとくどいようですけれども、ご答弁を賜わりたいと思います。 

○事務局参与（高田徳一君） 

  事務局参与。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局参与。 

○事務局参与（高田徳一君） 

  事務局参与の高田でございます。牟田議員、木村議員からもご指名があった

ようでございますが、松本議員さんのご質問に今までの経過も踏まえて若干ご

説明させて頂きたいと存じます。処理能力は、ご承知の通り引渡し性能試験で

十分実証をされている事を確認いたしております。計画ごみ量は、年間８０，

６６５トン仰せの通りでございます。先程から事務局長、総務課長とも申し上
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げました通り、１７年度は、約６，０００トン上回った８６，６６３トンを処

理いたしました、また、１８年度におきましても８２，２５８トンを処理いた

しております。ただこれは、７月１０日の組合議会臨時会でもメーカーのＪＦ

Ｅがご説明いたしました通り、昨年９月の台風襲来の際の停電等にからみまし

て、機器にあらゆる所にその停電の影響で、影響が出た。その後処理能力が、

詳細は先程総務課長が申し上げた通りでございますが、能力が落ちましたので、

このままでは、２６万人のごみ処理施設に支障をきたさないように今年度に入

っていわゆる改修改善工事を是非やらして頂きたいという形で、現在着手をし

ておるという状況でございます。従いまして、私ども組合事務局といたしまし

ては、冒頭申し上げましたように処理能力１００トンの処理能力を３つ備えた

立派な施設でございます。２８０トンを越える、１日２８０トンを越える月も

あっております。十分、対応できるとこのように思っておりますし、また仰せ

のようなプラント機器の欠陥ではないこのように思っております。途中申し上

げましたように改善改修工事が見事に終わりまして、色々ご指摘を頂いており

ます。ガス代であるとか、電気代であるとか等の用役費のさらなる軽減、それ

から経済的な安定的な運転ができるように私どももメーカーと一緒になって取

り組んでいくとこういった決意でございますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○６番（牟田央君） 

  議事進行。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  今ね、高田参与という方が、答弁なさったようですが、非常勤の職員ですね、

今までの組合議会で正規の職員以外、事務局長、総務課長、その他の施設課長

の居る中で、事務局参与という非常勤職員が本会議で答弁した事があるんです

か、どうなんです。事務局長が説明しいきらんから、事務局参与が出て来て説

明するような議会じゃつまらんじゃないですか、それは。議長、しっかり、と

にかくね、あなたがやってもらわないと駄目なんですよ。事務局参与が答弁し

ていいかどうか、私はおかしいと思いますよ。 

（発言する者あり） 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 
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  それはね、事務局長がきちっと調べるなりして答弁するのが当たり前でしょ

う。１７年度、１８年度、１６年度参与を連れて来て、１５年は、ああなりま

した、こうなりましたという答弁をするんですか。この議会は。おかしな話で

しょ。議事運営上ね、詳しいから雇うのは結構だけどもこの議会で事務局長が

答弁できないから事務局参与が堂々と答弁するんですよという議会は、おかし

な事務局体制じゃないんですか。議長、その辺ははっきりさせて下さい。 

○議長（中村敏治君） 

  議会についてはですよ、諫早市でもですよ。出席員を求める事につきまして

は、色々要望、要請した手続きをして例えば関係する局とか、出席して答弁を

し出席されとる訳ですけれども、今回もそこまでちょっとこう私も思とったで

すけど、そのような取扱いがあっとったものですから、参与にも答弁を求めた

という事です。 

（発言する者あり） 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  失礼します。総務課長です。私どもでちょっと説明が十分で無かったもので

すから、参与の方に説明を求めたものでございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  きちんとした答弁を現在の事務局の方でして頂くというのがね、この議会の

私は、品位だろうと思うんです。であるとするならば相談をされるのは、結構

です。しかし、責任を持って答弁をされないとならないのは、非常勤の方じゃ

ない訳でしょ。そこんとこはだから、もし相談をされるんであれば、現在の当

事者の方がお時間を下さいと言って休憩して論議をしてかつての事は、詳しく

ございませんでしたが、こういう事であるという事を聞き、責任を持って答弁

をいたしますと、これが在り方じゃないですか、正直言って議事進行と出して

頂かなければ、あなたはどういう立場で答弁をされているのですかと私、お尋

ねしようかと思ってたところです。今日、私、初めての答弁でしたから、だか

ら次回からについては、どうするかについては、ここで結論は出ないでしよう

から、私の気持ちとして、そういう気持ちを持っとるという事で、今回につい



 72

ては、私は納めさせて頂きたいというふうに思っておりますが、他の方がどう

か、確認した上でよろしければさらに討論したいと思っております。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  それでは、松本議員どうぞお願いします。今から質問するそうですから、ど

うぞ。 

○１番（松本匠君） 

  監査委員さんにお尋ねをします。いわゆる天然ガス、液体酸素は、計算され

ておりませんが、そういう用役費、補修、改修が当初予算内に収まる為にごみ

の質、ごみの量、どうすればいいのか。メーカーサイドにも聞いて頂きたいと

いう事を先程答弁をされました。ごみの質は、１７年度も１８年度も平均的で

ありますけれども２，０００キロカロリーであるという回答でありました。だ

とするならば、ごみの質については、よっぽどの人間のライフスタイルが変わ

らない限り、或いは分別収集の在り方が変わらない限り、今のままでは、この

ままいくものと推計されます。その上でお尋ねをしたいんですが、それでは、

ごみの量をどうすればいいのかという事の中に、これは私の感じ方であります

けれども、現在の炉の状態では、もっと処置量を減らさなければ処理できない

んではないのかというそういう思いがあられるようにも読み取れない事はあり

ません。その辺をどういうふうに考えられた上でこういう文章の整理になった

のかちょっとご答弁を頂きたいと思います。 

○議長（中村敏治君） 

  代表監査委員。 

○代表監査委員（本村三郎君） 

  はい。例えば今のごみ質は、変わらないだろうという事ですが、それは、１

年間なべて２，０００キロというくくり方をすれば、そうかも知れないんです

が、中にはやっぱり先程ちょっと出ましたが、水分が多いとか少ないとかそう

したらですね、そういう生ごみ、もしくは紙であったりプラスチックであった

り、各々やっぱり性質が違うだろうと思うんですよね、そうした事については、

細かくデータを検証しないと出来ないだろうと思っている訳です。だから、具

体的に例えば分別、こういう物、ちらっとカルシウムが溜まりすぎてという話

もありますが、例えばこういうごみが多いからこういう結果になってるんだと、

となればこういう物を分別してとかですね、そうした問題として解決法が出て

くるんじゃないかとごみ量で言えば例えば、他でもそうかとどうなってるのか

分かりませんが、生ごみあたりを極力出さないと、インターネットあたりで検

索するとそういう生ごみをですね、特別の電気的な処理をしなくても、ちょっ

としたなんて言いましょうかね、細菌あたりを使った、現実に私もちょっと買
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って使ってるんですが、そうした事によってもかなり減らせるんではないかと

いう思いもあるもんですから、ＪＦＥの方と協議をした上でですね、ごみ質、

ごみ量って何が違うんだ、何が問題なんだと量は一体どの程度減らせば、当初

予算の範囲で収まるとそうした事もですね、議論されて大いに実のある事じゃ

ないかなと思っているものですから、このような踏み込んだ意見を申し上げて

おります。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  そしたら、書かれた背景には、機械の性能、能力について言及された訳では

ないというふうに理解しといてよろしいんでしょうか。その辺の関係がですね、

文章だけでは、分かりずらかったものですから、あえてこの場で聞かして頂く

事に私した訳ですけども、その辺も含めてご回答をお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  代表監査委員。 

○代表監査委員（本村三郎君） 

  処理能力についてですね、今も色々議論されてる訳ですが、現実にごみを処

理していかなければいけないという事がありますので、それはそれとして、現

実的なごみ処理をしていくには、どうしたらいいかという観点から申し上げて

おります。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  なかなかちょっと分かりずらいんですけども、私も生ごみは、堆肥化をして

おります。島原市のコンポストも持っておりますし、民間の中で今、長崎県の

職員の中で取り組んでおります。ＥＭによって生ごみを堆肥化していくと、農

業等々に生かすとそういうのもしております。だからその辺については理解が

できました。ただ、処理能力との関係の中では理解がしにくかった訳ですけれ

ど、それはそれとして今回は受け止めておきたいというふうに思います。２点

目のですね、４市の構成４市による負担ですね、予算編成までは間に合わせた

いという事ですから、是非ですね、間に合わせて下さい。そして、南島原市、

あるいは深江町、布津町の紹介をされましたが、島原市も確か申し入れ等々を
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行っておる筈であります。さらに島原市の議会の中でもですね、合併によって

本当に今、財政がひっ迫する中、これが検討をですね、なかなか答えが出て来

ないというのはですね、非常に困ったもんだという考えもありますし、合併に

よって他市と比べてという訳でありませんけれども、負担がですね増えていく

というのはですね、やっぱ客観的ではないとある意味では人口、搬入量がです

ね、一番私は客観的な数字ではないのかという気がする訳ですよね、そういう

ところでの今度副市長会議というふうに答弁をされましたけれども、どのよう

にたたき台としてお出しになるつもりなのか、その辺をちょっとお聞かせ下さ

い。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  先程管理者からの答弁にもございましたように、南島原から、その後も島原

市長さんの方からも、また組合議員の方からも分担金の平等割につきまして、

その取り扱いにつきまして、合併前構成市、実は１７市町村ございました。そ

れを基準に算定して欲しいという要望がありました事から、１８年度から今日

まで必要に応じて各市の部長さんにもご参画頂きながら、会議をして参ってき

た訳でございます。その協議内容につきましては、分担金には建設費ですね、

それと運営費、それと運転費、３つの勘定と申しますか種類でそれぞれ負担し

て頂いているんですけども、例えば建設費のみ平等割を現行４市でございます

けれども、４で割って負担して頂く方法、それと１番極端になりますけれども

以前の１７で割る方法とかそういった方法や３つの経費すべての平等割を１７

で割るとかそういった方法をかなり例を作ってお示しながら、協議を重ねる中

におきまして最終的には１４通り程度の案となりまして、組合といたしまして

もその中の一つ建設費のみ１７で割ることで残りについては４現在の４団体で

均等に割る方法で提案を行った経過もございましたが、なかなか結論まで至っ

てないというところでございます。ただ最初の南島原市に係る軽減措置につき

ましては４市におかれても一定の理解を頂いてるものというふうに思っていま

す。したがって、まだ具体的にどの案でどの方法でというのは、つまっており

ませんですけども、その手前に必要な課長さん達との協議をしながら進めて行

きたいと思っております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 
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  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  いずれにしましてもですね、合併という新たな事態が出て来た訳ですから、

それによって不利益を被るという事が出来るだけ無いような形で取りまとめを

お願いをしたいと思いますし、早急にご提示頂かないとですね、色々来年度予

算にかけて問題もある訳ですから、その点を要望して私の質問を終わらせて頂

きます。 

○議長（中村敏治君） 

  これをもちまして通告された一般質問を終了いたしました。しばらく休憩を

いたします。 

（午後１６時０８分休憩） 

（午後１６時１５分再開）    

○議長（中村敏治君） 

  引き続き会議を開きます。次に、日程第５に入ります。議案第１２号「平成

１８年度 県央県南広域環境組合一般会計歳入歳出決算の認定について」を議

題といたします。提案理由について事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第１２号「平成１８年度 県央県南広域環境組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」についてご説明いたします。 

  本案は、平成１８年度県央県南広域環境組合一般会計歳入歳出決算がまとま

りましたので、地方自治法第２３３条第３項の規定により監査委員の審査を受

け、意見を付して議会に認定をお願いするものでございます。先に送付いたし

ておりました成果説明書によりご説明いたしたいと存じます。３ページをお開

きください。 

平成１８年度一般会計歳入歳出決算額は、歳入総額 ２９億８，３３８万６，

５５２円、歳出総額 ２４億１，６７９万２６７円でございます。 

  歳入歳出差引残額 ５億６，６５９万６，２８５円。翌年度に繰越すべき財

源として８，６０１万４，１０１円が含まれておりまして、実質収支は４億８， 

０５８万２，１８４円となっております。 

  表１をご覧ください。平成１７年度決算との比較でございますが、歳入総額、

歳出総額ともに減少いたしております。これは、余熱利用施設工事が平成１７

年度までに終了したことによるものです。 
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  次に、歳入決算についてご説明いたします。成果説明書の４ページをお開き

ください。併せて、決算書についてもページを読み上げていきます。決算書は

７ページ、８ページとなります。 

  まず、１款 分担金及び負担金でございますが、決算額２１億８，２２０万

２，０００円は構成市からの分担金となっております。 

  ９ページをご覧ください。別表４でございます。ここに各構成市ごとの分担

金額明細を記載しております。もう一度４ページをご覧ください。 

 続きまして、２款 使用料及び手数料でございます。決算額 １億８，７４

７万５，１８２円となっております。 

  主なものは、ごみ処理手数料として１億８，７４５万５，６２０円。これは、

組合本体及び東西両中継施設に直接持ち込まれた「ごみ」の処理手数料でござ

います。 

  次に、３款 国庫支出金でございますが、平成１８年度はございません。 

  ４款 財産収入は、基金預金利子で９９万２，９９８円。 

  次に決算書は９ページ、１０ページになります。 

５款 繰入金は、ございません。 

  ６款 繰越金でございますが、前年度繰越金として６億２２６万４，２２０

円となっております。 

次に７款諸収入でございますが、内訳は組合預金利子が歳計現金預金利子で

５４万３，６０８円。 

  雑入が、余剰電力販売料金４８万３，８９１円、副産物販売料金６１万４，

５８８円、、、、余熱利用施設上水使用量６２６万３，８６０円、建物災害共済金１

２１万２，１５１円、及び臨時職員雇用保険料などその他１３３万４，０５４

円で諸収入の総額は１，０４５万２，１５２円となっております。 

  最後に、８款 組合債でございますが、平成１７年度で余熱利用施設を含む

施設整備は完了しているため平成１８年度はございません。以上で歳入につい

ての説明を終わらせていただきます。 

  引き続き歳出決算の説明をいたします。 

  成果説明書の５ページをご覧ください。決算書は１１ページ、１２ページで

ございます。 

１款 議会費でございますが、予算額１５６万８，０００円に対し、決算額 

８４万８，６６０円となっており、執行率は５４．１パーセント、不用額は７

１万９，３４０円でございます。  不用額の主なものは、議会の開催を見込

計上したことによる報酬及び費用弁償の執行残となっております。 

  次に、２款 総務費でございますが、まず、総務管理費でございます。決算 

額は６，８３４万５，１５５円で、組合の管理運営に係る経費となっており、
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予算額７，４９６万２，０００円に対し、執行率９１．２パーセント、不用額

６６１万６，８４５円となっております。これは、施設清掃業務委託の入札執

行残、職員手当の執行残などでございます。 

  次に、監査委員費でございます。決算書は１３ページ、１４ページ下段とな

ります。決算額は２８万５，４９１円。予算額８５万２，０００円に対して執

行率３３．５パーセント、不用額５６万６，５０９円となっております。不用

額の主なものは、委員の視察研修を予定しておりましたが、実施できなかった

ことによる費用弁償の執行残となっております。 

  ３款 衛生費でございます。決算書では１５ページ、１６ページとなります

が、衛生費としては２２ページ上段まででございます。 

  決算額は１８億５，３８８万３，７６９円となっており、予算額２１億４，

７３８万８，０００円に対する執行率は８６．３パーセント、不用額は２億７

４９万１３０円となっております。主な支出は、県央県南クリーンセンター液

体酸素貯留気化装置設置工事、同クリーンセンター予備高温反応炉下部・均質

化炉製作工事、シリカ除去装置設置工事、市道小岩線改良工事など投資的経費

のほか、ごみ焼却施設の運転・管理経費、余熱利用施設の管理費などとなって

います。また、不用額の主なものは、燃料費や施設点検整備補修業務、市道小

岩線改良工事に係る執行残。そのほか東部並びに西部リレーセンターの運転管

理業務等に係る執行残でございます。 

  なお、市道（小岩線・小豆崎古場山線）改良工事及び中田町ゲートボール場

整備補助事業の合わせて８，６０１万４，１０１円を次年度へ繰越しておりま

す。これは、７月の議会臨時会でご承認いただいたものでございます。 

  ６ページをお開きください。次に、公債費でございます。決算書では２１ペ

ージ、２２ページとなります。決算額４億９，３４２万７，１９２円は、一般

廃棄物処理施設建設事業債及び余熱利用施設整備事業債の償還金元金及び利子

で、執行率９９．９パーセントとなっております。 

  最後に予備費でございますが、全額不用額となっております。 

  なお、別冊の審査意見書につきましては、７月３０日に監査委員によります

決算審査をいただいて、その意見書を添付いたしておりますのでご覧いただき

たいと存じます。簡単ではございますが、以上で「平成１８年度県央県南広域

環境組合一般会計歳入歳出決算の認定について」の説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議賜わり、ご承認いただきますようお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第１２号に対する質疑に入りますが、同一議題に対する質疑は

３回までとなっております。よろしくお願いいたします。質疑は歳入と歳出を

区分し、まず歳入に対する質疑に入ります。その前に午後５時になりましたら



 78

会議時間を延長いたします。それでは、まず歳入に対する質疑に入ります。質

疑のある方どうぞ。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  歳入の８ページの衛生費の分担金について、お尋ねをいたします。構成市の

分担金、島原市が４億８，６７５万７，０００円、以下南島原市までそれぞれ

計上してあります。先程の一般質問の中で説明がありましたけれども、この決

算で歳入になってるこの分担金の特に平等割、これはどうした計算でこの金額

になったのか、それが一つ、それからもう一つは、特に平等割のところですけ

ど１７分の１で計算したと４分の１で計算した場合の比較、試算は出来ておる

と思うんですけど、最大その開きはどれ位になるのか説明をして頂きたいと思

います。議長ごめんなさい。３回までしたね、もう一つ、歳入。 

  １０ページ、副産物の販売量６１万４，５８８円これの内訳をですね、スラ

グ以下、工業塩、その他ずっとあると思うんです。それの内訳を説明をして下

さい。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  まず、分担金でございます。先程、局長の方からご説明しましたとおり、建

設費、運営費、運転費という事になっております。このうち建設費等につきま

しては、総額で２億３，５０２万円これが総額になります。このうちの２０％

が平等割という事になります。そうなりますと４，８４０万円これを４で割っ

てそれぞれ市が負担している事になりますので１，２１０万円ずつと、これが 

 建設費でございます。同じく運営費も同じような考え方になります。平等割と

人口割２０％８０％で運営費の総額が３億６，４１８万２，０００円となりま

すので、この２０％で７，５００万円この４分の１ずつとなりますので、１，

８７５万ずつになります。運転費です。総額１５億８，３００万円この２０％

これは平等割と処理量割２０％と８０％、８０％が処理量割になります。ごみ

の量です。平等割は、３億１，６６０万円これを４分の１で、それぞれ７，９

１５万円という事になります。これを合計する事になりますので、ちょっとお

待ち下さいませ。合計いたしますと平等割の合計が１億１，０００万円になる
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かと思います。 

○議長（中村敏治君） 

  先程の説明の数字をもう一回という事です。 

○総務課長（今里良二君） 

  １億１，０００万円でございます。平等割の合計でございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  副産物の販売量についてですが、スラグが５，６５９トン、工業塩が１，３

３３トン、金属水酸化物が６０８トンで、販売金額が６１４，５８８円となっ

ております。スラグについてはですね、トンあたり１００円でございますが、

他の部分はですね、メーカーの方から単価を公表しないで欲しいという要望が

出ておりますので、ご理解頂きたいと思います。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  だからね、ここは議会ですよ。決算書のね、中身のその積算についてね、メ

ーカーから頼まれてるから公表できないてね、そういう事はないでしょう。何

と言ってもこの議会にはきちんとね、まず議会で内容をきちんと説明するとい

うのがまず優先せにゃいかんでしょ。何でメーカーから公表してくれるなとい

う事をまず貴方言うんですか、まず議会でね、この決算のこれどういうふう事

になってるんですかという質問が出ればまず説明せんばいかんでしょ。明らか

にせんといかんでしょ。議員の説明よりメーカーのそういった要望を優先させ

るんですか。そこんところ一つ。ちょっと待ちなさい、次、３回しか出来んの

だから、負担金のところ、先程の一般質問の中でね、負担金、特に平等割につ

いては色んなその方法があって最終的に確定していないと予算の時までにね、

その確定したいという説明がありました。４分の１で計算した場合と１７分の

１でした場合の開きがあるという事でした。ところがこの決算では、もう既に

２０％の平等割については４分の１という事で計算をされてるんですね、これ

はもう実際の合併後の数で、そういうふうにされとると思うんです。そうしま

すと先程の一般質問の中で説明をされた１７分の１と４分の１の２０％のね、

平等割の取扱いに開きがあるので、そこんところは検討したいという説明があ
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ったんですけども、その関係はどうなるんでしょうか。この決算書ではもう既

に４分の１で計算をしてるという事でしたけど、これも見直すという事になる

んでしょうか。その辺説明をして下さい。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  分担金の１８年度の処理という事だと思っております。協議といたしまして

は、引き続き協議をしております。ただ、規約、現在ある規約ですね、これに

記載をしておりますのは、それぞれの構成市の数で割る事になっておりますも

のですから、今の現状はその規約の中で処理をさせて頂いております。それで

昨年１８年度中にですね、早めに結果を出して１９年度の予算に反映したいと

いう事で、して来たんですけども、それでも結論が出ずにちょっと持ち越して

しまってるという状態でございます。そしてこの件について来年度２０年度の

予算までには方向性をつけたいという答弁をさせて頂きました。その協議の中

で、過去の分までまた遡って精算するかどうかはまた別のお話になろうかと思

っております。以上でございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  スラグの単価につきましては、スラグが１００円という事でこの部分が大半

を占めております。あとの部分は、極少額という事でメーカーの方が他との取

引に支障が出るのでという事で公表を控えて頂きたいという事ですが、スラグ

が大半という事であとの部分は推測という事でご理解頂きたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  それでですね、分担金のところについては、今の協議分かります。それでね、

お尋ねしたのはですよ、２０％については４分の１の合併後の自治体数で割っ

て計算しましたという事ですよね、だからここんところで尋ねたのは１７分の
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１で計算した場合と４分の１で計算した場合、当然こう差が出てくる訳ですね、

その差が最大と最小でどうなってるのかという事もさっきお尋ねしたんですけ

ど、そこんところをお聞かせ下さい。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  申し訳ございません。平等割の考え方は、いくつもあった訳なんですけども、

３つの費用、建設費、運営費、運転費この３つの平等割、この３つ分をすべて

１７分のにした場合ですね、この時が１番大きくなる自治体は７，１００万総

額で増えます。減る自治体は５，８００万減る事になります。一番動かないと

思われるところは建設費、ただこの建設費は年度ごとで額が違って参ります。

償還、皆様方にお送りさせて頂きました償還表の額によって参りますので、来

年以降が一番高くなって参りますけども、この１８年度に計算した時には増え

るところが７８０万程度、減るところが６４０万程度というような動きになり

ます。以上でございます。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。他になければ、これをもって歳入に対する質疑を終結し、

歳出に対する質疑に入ります。 

○議長（中村敏治君） 

  それでは、歳出に対する質疑に入ります。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  歳出のですね、１６ページですね、一般質問に出ておりましたけれども、燃

料費、ガス、３億６，２６０万、それに電気代ですね、２億７，０００万、こ

れは昨年度も３億２，０００万のガス代と電気代が２億３８７万と毎年毎年こ

う大きな助燃材とか電気代が出ております。今、焼却炉の性能かれこれの問題

が出ておりましたけども、８０，６６５トンはクリアーしながら燃やしよる、

苦労はしながら、こう助燃材を使いながら、それを性能を発揮させる為にはこ

のように多くの助燃材、天然ガス、ＬＮＧそれとまた企業が負担している液体

酸素、これいくらか分からんという事でございますけども、このようなやっぱ

り助燃材とか電気代を負担しながら、これは３年後性能保証の中で精算しなお
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すという事でございますけども、これは企業が持つのはおそらく契約をした８

０，６６５トンこれをオーバーした部分はおそらく持たないと思っとります。

おそらく仕様書の中にもそう契約書にも書いてあるんじゃないかなと思います。

要するにＪＦＥは、年間８０，６６５トンの性能は維持しますよとそれ以上８

６，０００トンとか何千トンもオーバーした場合は、その保証はおそらくこの

組合が払っていかなければならないんじゃないかなと思っておりますけど、３

年後精算見直しと総額すれば相当１０億以上の金額になる思いますけども、そ

の点どう、３年の見直しで大丈夫ですかね、これもずっと３年毎に保証内容に

見直し２年間を実績を踏まえて両者で見直しをすると大変こう不安定な要素が

こう含んでいるんじゃないかと思っております。これは天然ガスと電気代も合

わせて、用水も合わせてその中に含まれるという事で理解していいんでしょう

か。お尋ねをいたします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  当然用役費でございますので、電気、水道、ガス、３つとも入っております。

それと３年毎の精算という理由でございますけども、３年毎の精算につきまし

ては用役費の保証においてごみ量とかそのごみ質によって、年度毎に用役費量

の増減が出て参ります。この為に中長期３年の精算となったものでございます。

以上でございます。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  ３年間、ただいま、ごみの質と何べんもこう出た訳ですけど、ごみ質、今、

全部２，０００キロカロリーは、出ているんだという事でございますけども、

おそらく量を主体に考えてこられるんじゃないかと思っております。監査委員

さんにちょっとお尋ねいたしますけども、３年後精算して見直すと、監査をす

る場合不安定な要素が一杯あるんじゃないかと、どうでしょうか。監査委員の

意見として例えば、今、組合が負担して６億どんくらいそれを２年ですかね、

それを３年後見直すとどういう収入が入ってくるか分からんと監査委員として

どういう感じでしょうかね。３年後精算し見直す、年度年度決算をしていくの

がだいたい組合でございますけども、監査委員の意見としてはどのようにとら
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えられておられるのかちょっとお尋ねします。 

○代表監査委員（本村三郎君） 

  監査委員。 

○議長（中村敏治君） 

  代表監査委員。 

○代表監査委員（本村三郎君） 

  確かにおっしゃられるところがあると思いますけれども、そういう契約にな

っているものですから、定かにと言いますか、きちんとですね、どういう形で

内容見直すとまで、私は聞いておりませんが３年間の稼動状況をみて、４年目

以降についての事だと思うんですね、そうなれば当然、年度毎に決算が確定し

ておりますので、そういうつもりで拝見しております。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  ありがとうございます。この施設を作る時には、例えば資源化物の再利用と

謳い文句ですね。ここにも書いてありますように精製合成ガスでの発電と、こ

ういう謳い文句でこれは作られた訳でございます。しかし、電気を買う、２億

７千５百万ですね。これを電気がおきなくて、それ位足らんで買いよっと。こ

れは現実ではないかなと思っております。それと余電を販売とここに載っとり

ます。電気のですね。余剰電力の販売料と。本体は買いながらその余剰電力の

販売ということはどうなっているのかお尋ねをいたします。もう最後ですので

もう一つ、今、副産物の販売をですね、これは６１万４，０００円ですね。し

かし、それを処理するのに、その６１万に変えるのに１，５２２万５，０００

円の経費を掛けて６１万の副産物を処理をしとると。この施設を作る時には、

最終処分場が要らないと。スラグとか色んな出てきたメタルとか全部、金にな

るんだと。そういう説明を受けた私、記憶があるんですけども。それより最終

処分場を造って、そこに埋めとった方がましじゃなかったかなと。この６１万

位をするのに経費が１，５２２万５，０００円掛かるという理由、おそらくこ

れは日本のどこか遠い所に運んだり特殊もんだから、大変な処理経費が要るん

じゃないかなと思っております。再利用じゃなくして再処分じゃないかなと思

っておりますけどいかがでしょうか。もう３回目ですのでお願いいたします。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 
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  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  電気の発電と販売の件についてお答えいたします。確かに売りながら買って

というような結果になってしまっております。ただ、現実にはですね、発電の

状況というのは日々変わってきております。併せてその使用電力というのも当

然ある訳でございます。そこの分岐点を行ったり来たりするというようなこと

でございます。ですので、瞬間的に発電の方が多い時が起きる。例えば、家で

太陽光発電とか使ってる所もあろうかと思うんですけども、そういう場合にも

買いは買いながら売りはするというような状況になります。はい。そういう状

況になります。ですので、実際に発電した分は使ってはおります。使ってはお

るんですけども、余る時が少しあると、結果としてはですね。で、そういうこ

とで４８万相当の売る瞬間があるということでございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  再資源化管理業務委託料として１，５２２万５，０００円あがっております。

これはおっしゃるとおり、搬送費用でございます。遠くは倉敷、福岡辺りに運

んでおりますので、その搬送料ということで、その業務だけと再資源化の販売

だけで見ると非常に差があるんですが、ごみ処理の過程で発生する副産物の再

資源化という観点から見れば必要な経費ではないかなと思っております。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  まずですね。成果説明書の１ページにですよ。組合設立の経緯とあるんです

が、その中で、全連続式焼却施設への転換や広域的なごみ処理とリサイクルの

推進、更に、効率的な廃棄物処理のための、処理の推進のため、ごみの広域処

理の必要性が示されたとか、いわゆるこれ、効率的でね、安くあげようと一生

懸命努力をした訳ですが、１年、２年経つうちに本当にこの施設が市民の為に

なってるのかということが、問われてるんじゃないかと思うんですね。さあ、

ダイオキシンだ、ダイオキシンだと言ってダイオキシンの為にいかに多くのお

金をつぎ込んできたかということですよね。それで、まず、燃料費が３億６，

２６０万２，４５２円。で、１７年度から比べれば幾ら増えたのかということ

ですね。で、光熱費も２億７，６８５万４，６１１円ですが、１７年度と比べ

たら幾ら増えとるのかということとかですね。土地をなんか購入しとる、用地
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購入費といってね、これ１８ページですよ。２７７万２，５２４円と書いてあ

るんですが、これは一体どこなのか。面積は２，０２９．１５平方メートルと

いう具合に２５ページには書いてあります。適正なお金なのか、どうなのかと

いうのね、単価を示してもらいたい。まず、第一問はそこです。 

○議長（中村敏治君） 

  答弁求めます。答弁。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  まず、一点目の用役費の１７年と１８年の比較でございます。燃料の総額、

決算額の比較をいたします。そうしますとガス代につきましては、約３，３８

５万円の増になっております。電気代につきましてですけれども、こちらが７，

１８３万円、約ですね。７，１８３万円の増となっております。ただ、電気代

につきましては、昨年度は１１ヶ月となっております。１７年度は１１ヶ月、

１８年度は１２ヶ月となっているところでございます。この件については、以

上でございます。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  先程の用地の取得のことですけども、これは地元還元事業に係る用地の取得

でありまして、市道小岩線の方が面積として山林を１，４６５．２３平米買っ

ております。単価は平米当り１，３５０円です。それともう一つ、市道小豆崎

古場山線の方がこれも山林原野ということで、５８８．４９平米買っておりま

す。単価は同じく１，３５０円でございます。以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  質問の主旨に答弁がなっていないそうです。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  事務局、暫くかかるかな。答弁をちょっと保留しまして次の質問をお願いい

たします。牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  じゃあですね、今、総務課長は数字の増加を言ったですね。１７年度は１１

ヶ月と言いながら、８万６千何トンな訳でしょ。１８年度は８２，０００トン
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に下がっとる訳でしょ。なんで増加しとるんですかということですよね。増加

の原因は何なんですかという事ですよ。ごみ量、ごみの処理量は少なくなって

いながら、なんで費用が高くなったのか。それともう一つはですね、運転管理

委託料というのが、これも１８年、１７年に比べれば１８年下がってますよね。

それから点検整備補修業務委託料、これ今１６ページなんですよ。これも下が

ってますよね。下がりながら、なんで燃料、その他が高くなったのかというね、

整合性がなってないじゃないかということですよ。それと今、平成１１年に計

画では上水道費は１トン当り１７６円の計画だった訳ですね。燃料費１トン当

り２０８円、資材薬品費１トン当り９７４円、油脂類費１トン当たり３６円、

これとの比較をね、１７年と１８年として下さい。何十倍もの経費を掛けて、

こんな事業が本当に必要だったのかというね問い直さなければいけないんです

よ。建設費だって１９億円も高く買い、用地費だって売買契約書さえ頼めばい

いのに代理業務頼んで、また多額の手数料を払い、燃料費だって計画よりもは

るかに何十倍もする燃料費、その他、使いながら本当に必要だったのかという

ことをね、問わなきゃならない議案なんです。ほんの１７、１８の２年間しか

経ってない、じゃあもうお先真っ暗じゃないのかという気がするんです。さっ

きの数字言って頂いて説明して下さい。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  用役費の件でございます。まず、ガスでございます。こちらにつきましては、

おっしゃるように決算として３，３００万、先程申し上げたとおり額が多くな

ってきております。この分につきましては、量、こちらの使用量としましては、

申し訳ありません。申し上げられない形になりますけども、１７年度と比較し

ますと４００トン程、使用量は減じております。ただ、単価が高くなってきた

為にそれだけ金額的には多くなってきております。それから電気代でございま

す。１１ヶ月と１２ヶ月の差もありながらも、多くなっております。この点に

つきましては、発電のエンジンが不調の状態が年度後半、続いておりました。

その関係で発電量が下がってきております。この分については、年度明け４月

に修理が済んでおるところでございます。 

（発言する者あり） 

○総務課長（今里良二君） 

  トン当たり、ちょっと計算をさせて頂きたいと思います。 

（発言する者あり） 
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○議長（中村敏治君） 

  もう一つありますね。他にございませんか。木村議員。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  はい。そうですよね。 

○７番（木村和俊君） 

  二つお尋ねをいたします。一つはですね、１６ページの燃料費、まあこれは

中身についてはね、天然ガスだということですけど、３億６，２６０万２，４

５２円ですね。まあこの中身について、これについてね、先程ずっと説明これ

までもあってたように３年間の実績を見て４年目に見直すという取扱いになっ

てる訳ですね。私、そういう取扱い、先程もあってましたけどね。この予算と

か決算の取扱いはね、その年度の歳入、歳出はその年度できちんと区切りをす

ると、これは自治法で定められたね、会計年度独立原則のね、基本的な原則な

んですよ。ところが、そういう形で３年間の実績を見て４年目に見直すという

事になるとね、会計年度が独立するどころか、４年間ずっと継続して４年目に

ね、前決算しとったのが、また見直されるということになる訳ですから。これ

はそういった予算、決算の原則からいってもね、私はまずい処理の方法だとい

うふうに思いますのでね、きちんとした取扱いに改めるべきだというふうに思

いますので、その業者との取り引きがね、そっちを優先させるなんてね、本末

転倒なんですよ。やはりきちんとした、そういったね。自治法その他にきちん

と適正に沿ったような処理をするというのをまず前提にして、それに併せて業

者との話をするというふうにしないとね、言うてみれば、業者の都合で本来の

そういった自治法に定められた原則さえ無視するというような予算、決算の立

て方はね、私はまずいというふうに思いますので、管理者のご意見をお聞かせ

下さい。それから二つ目はですね、１８ページです。液体酸素の貯留気化装置

設置工事費の３，８００万であるとか、予備炉の建設費６千９百云十万である

とか、合計１億９，４７７万５，０００円が決算でね、出されているんです。

これは組合の支出ですよね。もともとこの施設は発注した時は性能発注なんで

すよ。設計図に基づく発注じゃないんです。組合はメーカーに対して、１日３

００トンのごみを処理する施設を作って下さいと。設計、その他は全部受注者

の責任でやって下さいというそういう性能発注で事は進められてきたんです。

ですから、発注仕様書の契約書の仕様書の中でもこの施設の性能を発揮する為

に必要な施設その他、改修その他、これは全部受注者の責任でこれは負担をす

るというふうに明記をされているんです。にも関わらず、こうした色んな追加

の施設の費用をね、組合が出すというのはね、メーカーとのそういった契約に

も私は反するし、当然、そういう性能を発揮させる為に必要な施設であるなら
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ば、ちゃんと当初の契約どおり、受注者の責任で負担すると、これは当然の筋

なんです。契約書からいっても。どうして組合が負担をせんといかんのですか。

その辺、説明をして下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  最初のご質問でございますけども、用役費の精算につきまして、本来であれ

ば単年度、単年度、１年、１年の精算がというお話がありましたが、で、その

保証の問題でありますけども、あとメンテナンス、維持管理補修に係る部分に

ついても同様の取扱いをいたしておりまして、当然、メンテナンスにつきまし

ては、１年目と２年目と３年目については、施設の状況が異なって参りますの

で、やはりどの程度が一番妥当か、適当なのかということもあって、そういっ

た中で３年を設定したのは、メンテナンス費用の増加傾向が３年周期であった

ことから３年として精算したものということで、それと併せまして用役費の精

算につきましても、３年というふうにしたと確認しております。 

（発言する者あり） 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  単年度の主義、十分理解できるんですけども、当該年度というのは、精算は

出来ません。決算も固まっておりませんので。従いまして、最低、一番短くし

ても、１年毎、精算した上で翌年度に返還と申しますか、負担して頂くという

覚悟もありますので、それを客観的によりきちんとした数字に固める為に３年

毎というふうになって、そのこと自体が当然、一定の協議、計算した上で１７

年度分、１８年度分、１９年度分ということで、多分今の状況からすれば、２

０年度になってから入ってくるような事でなるんじゃないかなと思うんですけ

ども、このこと自体が予算の単年度主義に抵触するというふうなことは考えて

おりません。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 
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  単年度、単年度で予算組んで、そして決算しますよね、最終的にこの計算上、

３年分をですよ、３年後に精算してその分はその時に返ってくる。それをその

年度に受け入れるというのは、別に予算の単年度主義に違反していない。それ

はそれでいい訳ですよ。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  １８年度とこの予算との違いという事でございますけど、組合の方で行った

１８年度の工事につきましては、計画ごみ量が年間８０，６６５トンでこの段

階で搬入ごみ量が５，０００トン程多いという状況でございましたので、計画

量より多い処理をするために、安定的な処理能力を維持するために追加工事を

組合の負担で実施をしたものでございます。今回の工事につきましては、保証

工事という事でＪＦＥの負担という事になったと考えております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  そんなこう不真面目な答弁はやめて欲しいんですよ。あのですね、この性能

発注のね、まず３００トンの処理能力のある施設を造るというのが大前提なん

です。３００トンの処理をする施設を造ってくれ、あとの設計その他は受注先

でしてくれという事ですよ。本来だったら３００トンの処理能力を発揮せんと

いかんのですよ。今、貴方はね、予定よりごみの量が増えたからそれに伴う為

にこういう追加施設を組合が負担したと、とんでもないよ、本当だったら、契

約通り３００トン能力が発揮できるように受注先の責任でしなさいというのが、

組合の立場でしょうが、３００トンの能力が発揮出来てないんですよ。何がそ

のごみの量が増えたからそういった追加施設を組合が出すだと、とんでもない

ね、そういう答弁は止めて欲しいんです。本来だったら、貴方はメーカーに対

して何で約束通り３００トンの能力を発揮しないのかときっちんと約束どおり

性能発注した３００トンの施設にしてくれというのが、貴方達の立場でしょう

が、さっきの答弁は取り消して下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 
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  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  あくまでもここの施設の計画規模というのは、２２１トンの８０，６６５ト

ン、そのために最大能力が３００トンの施設能力の施設を造ったという事です。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  もう３回目だからね、ほんと真面目な論議をやって欲しいんですよ。私は一

般質問の中で、２２１トンこの契約は２炉運転を前提にしてのメーカーとの約

束ですね、はいそうですとあとの１炉は、いざという時に予備で取っときます

というのが当初の計画でしたとそれに基づくのが運転計画が２２１トンでした

と貴方達に確認したんですよ。ですから私はあと２２１トンをオーバーした分

は１５００ちょっとですから、３００トン処理すれば６日もかからずに処理で

きる量ですから、でしたら２２１トンを貴方達が言うにしてもね、そしたらあ

と１炉の点検用に取っている炉を動かせば６日足らずで全部処理できるという

事になりはしませんかという事で私は一般質問したんですよ。貴方は答弁でき

なかったけれど、あくまで２２１トンうんぬんと言ってもそれは回答にならな

いんですよ。先程の質問と答弁に戻りますけれどね、何もかもごみがたくさん

集まった事に理由付けするような、貴方達のそういう姿勢がいけないと言って

るんです。本来のこの施設の発注は、あくまでも３００トンの能力を発揮する

施設を造れとあとの設計その他は受注者でしなさいと、もし能力が発揮できな

いようだったら、追加施設が必要ならば受注者の責任で全部しなさいと明記し

てるじゃないですか。にもかかわらず組合で負担するのは何事かという事を私

は言ってるんです。答弁して下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  私どもは、能力の問題につきましては、能力は２２１トン８０，６６５トン

でそのために１炉当たり１００トンの能力を持つ３基で処理をしていくという

ふうに理解おります。今回１８年度に工事をして参りましたけども、これはあ

くまでも当初の計画よりごみが多かったという事と例えばシリカ除去装置があ

りますけども、当初のシリカよりの大変濃度の高いシリカ層が付着する事によ
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る炉の損傷を回避するためにそういった施設を追加したという事です。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  それぞれ監査としての議論は、避けたいと思うんですけども、記録だけ欲し

いんですから出して頂ければと思うんですが、今、電気代、つまり燃料費のガ

ス代含めて１７年から１８年、１９年度まで月々電気を発電する発電の能力が

２，０００ｋｗ～５，０００ｋｗまでぐらいで推移しているという事を聞いて

おります。ですから、施設を改善する事によってその発電能力を高めていけば、

電気代が下がって行くだろうという事を期待をしているもんですから、今後期

待をする意味で、今までの最大１７年度に燃やしたごみの量が多かったと聞い

おりますから、その月々のごみの量と電気代、それからガス代がどれ位かかっ

たのか、という事と性能が悪くなって改良に至った時の発電の量等が問われる

と思うものですから、その月の発電量、ごみの量、それからガスが必要とされ

た月々の料金ですね。それを今じゃなくても結構ですから後で出して頂いて、

今後期待をしておるもんですから、出して頂きたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今の件でございますが、十分検討をして資料を準備させて頂きます。 

（発言するものあり） 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。牟田議員の答弁の件を。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  牟田議員さんのご質問にお答えします。用地の単価を決めるにあたりまして

は、諫早市の用地対策課と協議をいたしまして、周辺の用地買収額を参考にし

決定しております。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 
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○総務課長（今里良二君） 

  用役費のトン当たりの経費でございます。天然ガスという事で１トン当たり

３，７９９円１７年度です。１８年度４，４０７円。それから電気でございま

す。電気代が１７年度１トン当たり２，３５３円、そして１８年度１トン当た

り３，３５２円。１トン当たりでございます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  質問ばかり聞いて答弁飛ばしとったでしょう。貴方、そんな進行の仕方しよ

ったんじゃとんでもないですよ。第１問目からいきますかね、それは、諫早市

の用地対策課と相談したと言うんですが、本来はきちっとその土地の評価をし

てね、買うべきなんですよ。諫早市の土地も評価して買うんですから、ただ諫

早市と相談して買うという事じゃいけないでしょう。評価委員会なんなりの意

見も参考にしながら買った方が良いんじゃないですか。そしてね、高いと思い

ませんか。現に、だからいつも言ってるように土地はね、適正に買わないと全

部住民負担なんですね、その次の保証関係でも言いますが、市民の大事なお金

を使うという意識をしっかりもっとかんといかん。いいですか。２番目にいき

ますが、燃料費２０８円、平成１１年の計画額なんでしょう。言われたのが４

千いくら、先程から議論に出てましすように２０倍も高いような施設になって

しまったんですね。それから電気代これも、あ、水道ですね。水道が１７６円

が、これも１０倍も、２０倍にもなってしまう訳ですね。建設する時には、非

常に安くなりますよ、市民の負担が軽減されますよと言っておきながら、実際

運転してみると計画通りどころか、何十倍という市民負担で行ったこのずさん

な計画、はっきり言ったら、ダイオキシン、ダイオキシンと言ったずさんな計

画、延々と２０年間以上続く訳ですよね。それからこれは、きちっと電気を起

こすプラントも当然造っとる訳です。ガスもきちっとそこで作るような、施設

になっとる訳ですよ。普通の市民から考えれば、３００トン、３６５日で考え

てみんですか、１０９，５００トンそがんも燃やさるっとばいねと市民に貴方

は、そういう説明をしたんでしょ。間違いないですよね、今になってみると２

２１トンの炉なんですよとそんな市民を馬鹿にしたような答弁はね、受け入れ

られませんよ。そんがん意見に従ったこの施設をなんで造らなければいけなか

ったのかという事ですよ。運転管理委託について聞きます。何億円もかけて何

でＪＦＥにお願いしたんですか、先程のリレーセンターだって中身一緒ですた

い。ＪＦＥの計画に従ってしないと性能保証ができない。いくらしたって性能
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保証できんですたい。修理、修理、修理ってずうっと修理せんといかんですよ。

その２０年間の修理費用いくらですか。答えて下さい。 

（発言するものあり） 

○議長（中村敏治君） 

  時間がかかるようですから、一旦休憩いたします。 

（午後１７時２５分休憩） 

（午後１７時３６分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。答弁を求めます。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  ２０年間の修理費用ということでございますけれども、すいません、こちら

の方の手元にありますのは、その計画時点で把握したものですけども、これは

１５年でございます。１５年で約３８億というふうになっております。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  これで３問目に入る訳ですがね、今の資料は提出出来ますね。ずっと計画的

にどこをどういう具合に修理して、１５年間で３８億という、当然プラントを

造る時にはね、そういう具合に計画的に修理が必要ですよと、そして、突発的

に出てくることがあるから今回のようになる訳ですよ。１５年の計画的な修理

費を作った表がある訳でしょ。そんなの無いと、あんたプラントは上等なのは

造られんとですよ。常に計画的に修理をし、保守点検をし、そいで寿命を延ば

しながら焼却していく施設なんですから。で、今ね１８ページの所でね、例え

ば、液体酸素貯留気化装置設置工事とかね、予備高温反応炉下部・均質化炉製

作工事とかね、シリカ除去装置設置工事とかはね、とりあえず組合が負担しと

るというのが本当じゃないんですか。今までの答弁のように８０，６６５トン

以上だったから組合が負担する事じゃおかしいんですよ。組合が、とりあえず

お金を出しとるというのでないとすべての論議が２２１トンを超えたからとい

うのは市民が納得しません。ＪＦＥと組合が共同、協議をして市民をどんどん

費用のかかる様な方向に持っていこうとすることは相成らん訳ですよ。そうで

しょ。だから、ＪＦＥの責任を追及する為にとりあえず１７年、１８年、１９

年のこの１８年の施設は組合がお金を負担ですよという説明じゃないんですか。
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そこら辺のきっちりした説明をして貰わないと後の論議が、諫早市はＪＦＥか

ら騙されとっとじゃという話になるんですよ。答えて下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  昨年、実施いたしました三つの工事でございますけども、これにつきまして

は、先程から説明しておりますように、ごみ量が増えた、その為に施設の能力

の増強を図る必要があるということで、組合負担で建設したものでございます。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  先程もですね、一般質問の中でちょっと確認をした訳ですけれども、ろくな

回答がきておりませんので、お尋ねをしたいんですけど。１７年度、３炉運転、

２６１日しております。これは議会答弁ですね。そうすれば２６１日でありま

すから、約１００日にわたっては炉は１炉は休止していると、どの炉が休止し

ているか分かりませんが、そういう計算になる訳です。とすると、この１００

日、休止することによって炉の負担というのは、かなり軽減をされるというふ

うに思われる訳ですね。そういう中で、８６，０００トン、１７年実績で処理

をしたというふうに現実はなってる訳であります。そうするとですね、さっき

から分からんのが、１炉、１炉、１００トンの３炉で３００トン、３６５日稼

動する訳ないというのは私も分かるんですよ。さっき言ったような理由で１２

００度の熱を持ちますし、通常、休み休み機械をどこかしながら効率的に使っ

ていくというのは分かるんですけれども、この１００日の余裕がある中で８６，

０００トン処理をされとる訳ですけれども、これでなんで３炉、三つの工事を

しなければならないのかと、十分休み取ってるじゃないですか。そして、更に

ですね、機械、稼動した時にちょっと無理すれば８６，０００トン、処理能力

持ってるんじゃないんですかと。９０，０００トンという話もありましたよね。

これをした事によって、最大限無理すれば９０，０００トンという話もあって

る訳ですから、８６，０００トンというのは可能な数字であったというふうに

私は理解してる訳ですけれども、そこんとこはどうなのか。だとするならば、
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この三つの工事というのは組合負担ではなくて、これはメーカーがしなければ

ならない負担になってくるんじゃないんだろうかと。だから私さっきからずっ

と聞いてるんです。処理能力とは一体何なんですかということを。そこんとこ

よく理解できませんのでちょっとしつこいようですけども、もう一回きちんと

した答弁を頂けませんでしょうか。 

○議長（中村敏治君） 

  えっとですよ、松本議員さん。これ質疑でございますので今の内容について

はですよ、一般質問的な内容ですよね。 

（発言する者あり） 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

（発言する者あり） 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今のご質問につきましては、当然、組合が負担すべき工事というふうに我々

理解しております。 

○１番（松本匠議員） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠議員） 

  そして、なおかつですね、説明が全然されとらんのは年間、大体運転してど

れ位処理する事が出来るのかというのが全然示されてないんですよ。機械をち

ゃんと効率的、経済的に使っていって、総額ですよ、年間の。一日当りは分か

りましたよ。年間の処理計画も分かりましたよ。処理計画と処理能力は別なん

ですよ。そこが全然理解できない。だから、組合が出すべき性質の物なのか、

メーカーがこれはちょっと炉に問題があったから考えんばいかんという性質の

物なのか。この３炉の工事についてはちっとも分からんのですよ。そして、更

に３炉運転で３００トン達成されてるのは年間３７日間です。通常ですね、１

日３００トン処理出来ますよと言ったら３６５分の３７なんていうのは誰も考

えないですよ。これがマックスな訳でしょ。現実的には、今までやった。次の

年度は落ちてるじゃないですか。だから、ちょっと無理すればどれ位、処理出

来て頑張ればさっき９０，０００トンというのは分かりましたよ。その代わり

炉が傷むでしょうと言う話でしょ。そういう話をもっと丁寧にして頂かないと、

この費用に関して組合が払うべきなのか、メーカーに負担して頂くものなのか、
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判断根拠を我々、持つ事が出来ないじゃないですか。それを論議して無いとい

う答えだったから、どう考えればいいんですか私達は、確認もされてない訳で

しょ、さっきのあれだったら。なんで確認しないんですか。すごく単純な問題

じゃないですか。もうちょっとね、丁寧な説明をお願いしますよ。 

（発言する者あり） 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  すいません。３００トンと２２１トンとの関係かとそのように受け取ったん

ですけども、施設の規模が３００トンに決まったというものにつきましては、

年間の処理量２２１トンございます。これにつきまして実稼働率ということで、

この実稼働率といいますのは３６５日から約８５日程度の補修がかかるという

ようなことで、稼働率というのはその日にちを割りますと０．７６７の稼働率

だということの計算がございます。そして、併せまして調整稼働率といいまし

て、それ以外に緊急の停止もあるかもしれないということで０．９６というの

をかけるようになっています。実際の計算式としましては、２２１割る０．７

６７割る０．９６というようなことで計算いたしまして３００という数字が出

て参ります。これがそういう稼動をすると、ですから３６５日、丸々ではない

とおっしゃって頂いたんですけど、その通りでございまして、動いていくとし

た時に２２１トンを処理をするとすれば３００トンの炉というようなことにな

っております。 

○１番（松本匠議員） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  はい、松本議員。 

○１番（松本匠議員） 

  前の数字を言われて、急に言われたんで頭がなかなか作動をしないんですけ

れども、そういう計算式も私初めて聞きました。じゃあその計算式に基づけば

年間ちょっと無理すればどれ位の量が処理出来るのか。何回も言いますよ。処

理計画と処理能力は別の問題なんですよ。計画と言うのは平均してこれだけさ

ばけば出来るでしょうと、しかし、機械の能力とはそれを超えとかんと話にな

らん訳でしょ。それがマックスだったらそれ以上のごみが来た時にはどうにも

対応出来ない訳ですから。そこんとこの関係がどうなってるのかという事を繰

り返し聞いてるんです私は。だから、こういう３施設を作らんば、仮にですよ
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８６，０００トン、これはちょっと無理をすれば年間としては処理できますと、

ただ、耐用年数としては考えてみて下さいよというふうな次元の問題なのか、

いやいや８６，０００トン、とんでもない数字ですと９０，０００トンもあり

ましたけどね、そういう数字なのか、さっぱり分かりません、正直言って。論

議もされて無いと言うことですから。数字は分かりました。もうこれで３回目

になりますのでね、もうちょっと私達が市民の皆様方に、私の場合、島原に帰

って島原市議会の皆様方にお叱りを受けない程度の説明をして頂きたいと思い

ます。   

○議長（中村敏治君） 

  答弁ありませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  他になければこれをもって質疑を終結し、討論に入ります。 

  これより議案第１２号「平成１８年度県央県南広域環境組合一般会計歳入歳

出決算の認定について」に対する討論に入ります。討論の方どうぞ。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  今度の決算についてですけど、私この１８年度の決算はね、先程からずっと

論議されてきたようにこのクリーンセンターが稼動して２年５ヶ月しか経って

いないのに、本格的な改修をしなければならない。そういう事態の中で論議し

てるのが、この１８年度の決算なんです。これまでこの施設が出来てから、天

然ガスも予定より２０倍を越すような量を使いよる、液体酸素も本来、外部か

ら搬入するような計画になってなかったのに外部から搬入する。本格稼動が始

まってから僅か４ヶ月しか経たないのに長崎市へ委託をしなければならない。

そういう今回これまで諸々の問題が出てきた中で多くの人達からね、この施設

には何か問題があるんじゃないか、欠陥施設ではないのかという指摘がね、た

くさんこれまで出されてきたんです。そうした中で今回の本格的な改修でしょ。

多くの住民の人達はね、やはりこの施設には問題があったと、そういうことじ

ゃないのかというふうな目で今見てるんです。そういう状況の中で、私はね、

この組合議会に対して、そうした管理者のこれまでの対応の仕方について、き
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ちんとしたチェック機能を発揮してくれと、そういう大きな期待が私は込めら

れてこの議会の審議を見守ってると思うんです。そうした中での１８年度の決

算だということで我々は論議をせにゃいかんと思うんです。そうしますとね、

この１８年度の決算の内容、先程色々私も意見、質疑しましたようにね、燃料

費、天然ガスにしても当初の予想の２１倍を超える額になっとる。そして、追

加施設にしても本来、契約書で受注者が全部建設をし、負担をしなければなら

ないと明記されてるのも関わらず、２億円近くのお金を組合が出す。こうした

諸々の内容を無いよとするこの決算をね、組合のこの議会が認めるという事に

なると私は住民に或いは我々を出してくれてる議会に対してね、本当説明のし

ようが無いと思うんです。管理者がきちんとした対応でしいきれないならば、

せめてこの議会がこういった決算は認められないというようなきちんとした対

応を示すことこそ最小限の私は議会の責務だというふうに思います。是非、議

員の皆さんのご賛同をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。 

○４番（野副秀幸君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  野副議員。 

○４番（野副秀幸君） 

  議案第１２号に賛成の立場で答弁いたします。平成１７年４月の正式稼動か

ら３年目に入っておりますが、種々の不具合や点検整備関係もあり、管理者、

副管理者はじめ組合事務局の皆さんのご苦労も大変だと察します。私はごみ処

理施設の良し悪しの判断の一つとして、一般質問の答弁にもありましたように、

１トン当りの処理費用で比較、評価して良いのではないかと思います。市民の

税金による各市からの分担金も施設運営の一翼を担っていることを考えますと

これまで以上に経済的かつ効率的な運転に努められますよう要望して賛成の討

論といたします。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

○６番（牟田央君） 

  はい、議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  私は、これね反対の討論をします。今、色々ね一般質問とか質疑をしました
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が、非常に市民に対して説明がね、おろそかですよ。私はこの県央県南環境組

合の出来る平成１７年の３月に一番最初この計画が出てきた時から３００トン

はおかしい。ダイオキシン対策もおかしいんじゃないかという具合に言ってき

ました。このごみ処理計画だって２２１トンというのは平均値ですよね。平均

をその焼却炉の数値として当てはめて、それで超えたらいけませんと言う様な、

いけませんじゃない、増えたら負担が大きくなりますよという、こういうこと

で１７年、１８年、特に１８年のこの今まで論議されとるように一旦は組合が

負担する。それならしょうがないと、しかし、それもすべて２２１トンをオー

バーした、オーバーしたから組合が負担しなければならないという今度の決算

は、で平均って何なのと。２５０もあれば、またその低い数字もあれば何年間

かの５年間の平均値が２２１トンであって、最大マックス２２１トンと言う説

明はいっぺんも聞いたことが無い。何回も何回も３００トン、３００トン、効

率的なもの、税金も少なくて済むという説明を受けてきたのに実際はお金のか

かる一方の施設であると。また、１８年もお金を一杯使って住民負担が大きく

なるばっかりのこの決算を認定する訳にはいかないということで反対をいたし

ます。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

  今、反対討論がございましたし、やはりあの何と言いますかね。組合の方の

理事者の方々もやっぱり色んな疑問については、しっかりとお答えいただくよ

うなそういう体制を今後はつくって頂きたいと思いますし、やはり非常に市民

の負担が大きくなると言う事は誰しもが感じることでありますから、これをで

すね、今後は、私どももそうでございますけども、ごみの減量等もしっかりみ

んなでやっていこうというそういうこと含めてですね、私もこれ金額がすごく

大きいなとは思いますけれども、やはり一生懸命されてるという事もよく分か

りますので、この１８年度につきましては、認定に賛成をいたします。で、１

９年度においてはですね、色んな疑問に対しては素早く答えられるように、そ

うしてやっぱり市民の税の負担が無いように努力をして頂くということを願い

ましてですね、賛成の討論とさせて頂きます。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか、他に。 
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○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  本決算の認定に賛成の立場で討論させて頂きたいと思います。施設の稼動か

ら２年５ヶ月が過ぎようとしていますが、稼動直後の長崎市への処理委託や今

回の改善改良工事の実施等、様々なトラブルが続いている様でありますが、ご

み処理に関していえば、構成市２６万人のごみ処理を一日も停滞させる事も無

く、処理してきたのも事実であります。もう出来上がっている施設ですので、

今後どうすれば安定的なごみ処理が出来ていくのか。ごみの減量化など含めて

組合議会議員も一緒になって考えていくべきだと思っております。今回実施さ

れる改善改良工事が無事に終了して、安定的な施設の稼動が図られますことを

期待して賛成の討論といたします。以上。 

○議長（中村敏治君） 

 他にございませんか。他になければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第１２号「平成１８年度県央県南広域環境組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  異議がありますので、起立によって採決いたします。 

  本件は、これに同意することに賛成の方の起立を願います。 

○議長（中村敏治君） 

  起立多数であります。 

  よって、議案第１２号は原案どおり可決されました。 

  次に、議案第１３号「平成１９年度県央県南広域環境組合一般会計補正予算

（第２号）」を議題といたします。 

提案理由について事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第１３号「平成１９年度県央県南広域環境組合一般会計補正

予算（第２号）」についてご説明いたします。 
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本補正予算は、平成１９年度歳入歳出予算にそれぞれ７９３万４，０００円

を追加し、総額で３１億６，６５３万７，０００円とするものでございます。 

  それでは、補正予算書により説明いたしたいと思います。 

３ページをお開きください。歳入についてご説明いたします。 

５款繰入金で７９３万４，０００円増額し、５，７９３万４，０００円とす 

るものでございます。 

次に、４ページをご覧ください。歳出ですが、３款衛生費で７９３万４，０

００円増額し、２０億６，８０３万３，０００円とするものでございます。 

歳出の内容は８ページをご覧ください。３款衛生費１項清掃費１目クリーン

センター費で７９３万４，０００円増額するものです。今回１，１７０㎡の未

買収用地２筆を購入できる見込みとなりましたので、用地購入費として７３７

万１，０００円と、土地取得代理業務手数料として５６万３，０００円の併せ

て７９３万４，０００円を増額するものでございます。 

場所になりますが、議案第１３号資料の地図、最後のページになりますが、 

この図をご覧いただきたいと思います。管理棟の南側・青色でお示ししている

所でございます。 

買収につきましては、代理人の交渉により、購入の条件が整ったことによるも 

のでございます。 

なお、これに充てる財源に関しましては、７ページの備考欄に記載しており

ますとおり用地取得基金を７９３万４，０００円取り崩して充当することとい

たしております。 

以上で、議案第１３号「平成１９年度県央県南広域環境組合一般会計補正予

算（第２号）」の説明を終わらせていただきます。 

  よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第１３号に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。 

○７番（木村和俊君） 

  はい、議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  今の説明の中でね、代理人を通じて地主と条件が整ったと言う説明でござい

ました。どういう条件なのか説明をして下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 
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  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  代理人の方から前の所有者が相続により、息子さんが相続を受けられて、そ

の方が売ってもいいというようなことを申されたということで、条件が整った

というふうに考えております。 

○議長（中村敏治君） 

  他に。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  そうしますとね、今回買収するに当って地主から何か条件を付けられてその

条件が組合側と折り合いがついたという意味では無いんですね。その辺、もう

少し正確に。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  そのような条件と申しますか、が示されたと条件が付いたというお話は聞い

ておりません。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  まずね、３ページの歳入なんですがね、基金繰入金というのが歳入にありま

すね、７９３万４，０００円。で合計が５，７９３万４，０００円になっとる

訳ですが、この基金というのは、一体幾らあるのかということですよね。で、

この基金は土地だけを買う基金だろうと思うんですが、予定は１０ヘクタール

だったという具合に最初、私記憶しておるんですが、最初１０ヘクタールの基

金を積み立てとるのかどうのか、それよく分かりませんよ。基金の残高と基金

は一体何の為に基金としとるのかというのがまず第一点ですね。次に１，１７
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０平米ある訳ですが、これは平米当り６，３００円なりますね。で、なんで平

米当り、６，３００円であるかという説明を求めたいんです。３番目は土地取

得代理業務手数料というのがあるんですが、代理業務の手数料、これ役務費で

ですね、まあ５６万３，０００円の中身の説明ですね、これまずやって下さい。

そして、先程から言ってますように代理業務するということは、媒介手数料の

倍払わんばいかん訳ですよ。今、事務局には事務局長を退職された参与がいる

訳でしょ。その方は一体何をやってるのと。経費の節減を掲げながら参与を雇

ってる訳ですから、何の為、参与を、代理業務にさせるのかということですよ。

その説明をまず第一点にして下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず、用地取得金でございますけども、平成１６年に設置をいたしておりま

す。その目的でございます。ごみ処理施設の取得に要する必要な財源を確保す

る為、県央県南広域環境組合用地取得基金を設置するということで目的が設定

されております。あと、６，３００円という事でございますけども、 

（発言する者あり） 

○事務局長（金原憲昭君） 

  本年３月３１日現在の額でございますけども、８，６３９万４，０００円で

ございます。間違えました。それに１８年度の増減が利子がございまして、８，

６４７万２，０００円の現在高になっております。それと６，３００円でござ

いますけども、これはこれまで土地取得を進めてきた当時の単価、平米、平方

メートル当りの単価でございまして、それを採用させて頂いております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  これまで取得した単価というのは、示されないとあなたの言葉だけではどう

にも説明にならないんですよ。どこが、いつ、平米当り６，３００円なのか。

今までどおりの値段ですからと、そんなあんた説明になっとらんですたい。そ

れともう一つはその５４万、なんで代理業務なのかという答弁も洩れとるでし

ょ。そいと基金が元々、私さっき言ったように１０ヘクタールの用地を取得す

るという最初の構想があった時に一体、最初の基金は幾らなのかというところ
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を今聞いたんです。ね、議長、聞いたんですよね。 

○議長（中村敏治君） 

  そうです。 

○６番（牟田央君） 

  答弁半分しかきてないんですよ。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務議長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  時間を頂きたいと思います。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  しばらく休憩します。   

（午後１８時１６分休憩） 

（午後１８時２８分再開） 

○議長（中村敏治君） 

  これより質疑を再開いたします。答弁を求めます。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  すいません。基金でございます。こちらの土地取得基金につきましては、平

成１６年度の、平成１６年２月ですね、に設置をしております。それまでは通

常の予算に計上して購入をしておったところでございます。で、当初の設立時

につきましては、９，５００万の積み立てをしておるところでございます。そ

れから、手数料の内訳でございますけれども、こちらにつきましては、２００

万以下については１０パーセント、２００万超え４００万以下は８パーセント、

そして４００万越えて６パーセントということで計算いたします。そうします

と２００万掛け１０パーセントで２０万、２００万掛け８パーセントで１６万、

後残る額３３７万１，０００円に６パーセント掛けまして２０万２，２６０円、

合計いたしまして５６万２，２６０円となります。それから参与の業務でござ

いますけれども、１７年までの参与の業務としては、おっしゃるように土地取

得等に関わっておりました。でその後、建設が出来おります。そういう中で今

回、参与ということで配置をしておりますのは、ＪＦＥとの交渉等も含めてで
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すね、業務全般にクリーンセンターの施設の運転を含め業務としてサポートし

て頂いているところでございます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  この６，３００万の、違う平米当り６，３００円のね、答弁は抜けてるでし

ょ。だからまだ発言してるから。黙っとれば、あなた達は黙って良かったたい

とそれ駄目ですよ。この手数料ですな。確かにね、県央県南クリーンセンター

が開業まではね、それは代理業務とかゆうて地元の対策もあるからそれは頼ま

んばいかんやったのかもしれん。ところがもう開業しとる訳ですたい。だから、

お金を貰う人は黙っとってもお金が入ってくる、倍、ところが、午前中の一般

質問でもしましたように５．２５とかね、平成１６年からね、変わってるんで

す。だからこれを機会に２００万円から以下は幾ら、新しい報酬体系で媒介契

約にね、変えなきゃいけない。そうせんとね、いつもいうようにある人から組

合が利用されてはいけません。これをもう即、今回まではしょうがないと私言

います。しかし、今後変えるという意志があるかどうか。それについて答えて

下さい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  ただ今のご質問ですけど用地取得に係ります契約の方法ですね、今おっしゃ

るように媒介と代理という方法があるということで、媒介の方が手数料につき

ましては、およそ半分、５％程度となっておりまして、今後その方法でもって

十分検討させて頂きたいというふうに思います。それと単価でございますけど

も、今回購入する予定の単価、１平米当り６，３００円というふうに申してお

ります。でこの取り引き例というのが、平成１７年度、２年前に実際あってお

りまして、その際、この地域の単価設定しておりまして、その基準の中の今回

は畑で広い道に接している、ちょうど市道の方に接しておりますので、６，３

００円というふうにしているんですけども、前回、１７年度につきましては、

まあ狭い道の接しているという基準の採択がなされて単価については６，２０

０円。ですから１７年度も今回も同じ表に基づいた単価設定をしてるというも

のでございます。以上です。 
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○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  他になければこれをもって質疑を終結し、討論に入ります。 

  これより議案第１２号「平成１８年度県央県南広域環境組合一般会計歳入歳

出決算の認定について」に対する討論に入ります。討論の方どうぞ。 

○７番（木村和俊君） 

  この土地はご存知の方はご存知だと思うんですけど、このクリーンセンター

の建設にあたってね、賛成できないということで長年、管理をされてきた土地

です。で、それがどういういきさつで今回買収になったのかということで、ち

ょっとお尋ねしたんですけど、なんかその代理人を通じて条件が整ったという

状況の説明でどういう内容の条件なのか、その辺の中身についてはね、説明が

されてないんです。で、そういったいきさつの土地ですから、やはり私はそう

いったどういった話がされ、どういう条件で整ったのか、そういったのが明ら

かにされないままね、これに賛成するという訳にはいきませんので、私は反対

いたします。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんので、これで討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第１３号「平成１９年度県央県南広域環境組合一般

会計補正予算（第２号）」は原案どおり可決することに異議がございますので、

起立をもってお願いいたします。賛成の方の起立を求めます。 

○議長（中村敏治君） 

  起立多数であります。 

  よって、議案第１３号は原案どおり可決されました。 

○議長（中村敏治君） 

  以上をもちまして、今期定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

  今期定例会において議決されました案件につきましては、その条項、字句、

数字その他整理を要するものがありました場合、その整理を議長に委任された

いと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 
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  ご異議なしと認めます。 

  これをもって、平成１９年第３回県央県南広域環境組合議会定例会を閉会い

たします。議員の皆さん、大変長い間、慎重審議、ご検討頂き有り難うござい

ました。そして管理者の皆様方も大変ありがとうございました。 

（午後１８時３８分 閉会） 
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会議録の内容に相違ないことを証するために、ここに署名する。 

 

 

 

議  長  中村 敏治 

 

署名議員  柴田 安宣 
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